
　
立
原
翠
軒
は
水
戸
藩
の
学
問
を
中
興
さ
せ
た
人
と
し
て
、
水
戸
学
を
研
究

す
る
と
き
に
は
、
か
な
ら
ず
取
上
げ
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
翠
軒
に
関
す
る
具
体
的
な
研
究
は
乏
し 

。
し
た
が
っ
て
、
翠
軒

は
重
要
な
人
物
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
人
物
像
は
あ
ま
り
よ
く
知

ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
こ
こ
に
簡
略
な
が
ら
、
翠
軒
を
紹
介
す
る
。

（
１
）

い

一
．
出
自

　
立
原
翠
軒
は
下
士
出
身
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
も
典
型
的
な
水
戸
学
者
で

あ
っ
た
。
立
原
家
は
、
大
椽
氏
の
一
族
の
鹿
島
成
幹
の
五
男
久
幹
が
鹿
島
郡

立
原
（
現
鹿
嶋
市
）
に
領
知
を
有
し
た
こ
と
か
ら
立
原
と
名
乗
っ
た
と
伝
え
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Abstract

 Tachihara Suikenn (１７４４-１８２３) restored the 
School of Mito han. He had hoped to accomplish “the 

History of Great Japan” (『大 日 本 史』), which Toku�
gawa Mitukuni had also hoped to do. That is why he 

studied Sorai school to master  the methodology. He 

became a great scholar, and his thought developed 

into  Mito school. In １７８９, his lord Tokugawa Haru�
mori ordered him to have accomplished “The History 

of Great Japan”, in ten years, that is to say,by the time 

when Harumori intended to perform religious serv�

ices for the departed soul of Mitukuni who had died 

one handred years before. He proposed that Harumori 

allow him to accompiish only the biographical stories 

( 紀 伝 ), not including the branchs of learning ( 志 ), of 
the history, and he obtained Harumoris’consent. But 
he could not accomplish the work. So he lost his posi�

tion, the president of Shoukoukan. Way he could not 

accomplish the work?  Because he was not so strong 

in thinking theoretically. 
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ら
れ
る
。
戦
国
期
に
は
江
戸
氏
に
仕
え
た
。
天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
の

江
戸
氏
没
落
に
と
も
な
い
、
高
祖
父
朝
重
は
領
知
の
あ
っ
た
茨
城
郡
栗
崎
村

（
現
水
戸
市
）
に
帰
住
し 

。

　『
水
府
系 

』
に
よ
る
と
、
祖
父
達
朝
は
代
官
方
に
仕
え
、
そ
の
後
、
享

保
六
年
（
一
七
二
一
）
に
御
廟
番
に
な
っ
た
。
こ
れ
以
前
の
立
原
家
の
身
分

は
百
姓
で
あ
っ
た
。
代
官
方
に
仕
え
、
ま
た
御
廟
番
に
な
っ
た
と
い
っ
て

も
、
身
分
は
中
間
で
あ
っ
た
。
何
十
年
も
勤
め
功
績
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
、
達
朝
は
享
保
一
一
年
に
士
分
に
取
立
て
ら
れ
た
。
元
文
四
年
（
一
七
三

九
）
に
は
老
年
の
た
め
に
小
普
請
と
な
り
、
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
に
八

八
歳
で
死
亡
し
た
。

　
達
朝
は
大
戸
村
（
現
水
戸
市
）
の
佐
久
間
正
継
の
子
が
「
聡
明
好
書
」
だ
っ

た
の
で
養
子
に
迎
え
た
。
享
保
一
二
年
（
一
七
二
七
）
の
嫡
子
則
朝
の
死
後

は
嗣
子
と
し
、
兄
の
孫
娘
い
ね
を
妻
と
し
た
。
翠
軒
の
父
蘭
渓
で
あ 

。
蘭

渓
は
達
朝
の
死
亡
に
と
も
な
い
相
続
し
た
。
扶
持
取
で
あ
っ
た
が
、
翌
延
享

元
年
（
一
七
四
四
）
に
は
、
百
石
取
の
与
力
に
抜
擢
さ
れ
た
。
優
秀
な
人

だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
に
は
小
十
人
組

兼
文
庫
役
に
な
っ 

。
彰
考
館
の
図
書
係
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
蘭
渓
は
そ
れ
以
前
か
ら
傭
と
し
て
彰
考
館
に
勤
め
て
い
た
。『
水
府
系
纂
』

に
よ
る
と
、
享
保
一
七
年
（
一
七
三
二
）
以
来
、『
礼
儀
類
典
』
方
、『
水
府

系
纂
』
方
な
ど
の
傭
を
勤
め
る
こ
と
が
多
か
っ 

。
蘭
渓
が
彰
考
館
に
採
用

さ
れ
た
理
由
は
、
私
塾
を
開
い
て
い
て
「
人
に
教
へ
て
倦
ま
ず
。
業
を
受
け

る
者
多 

」
と
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
相
応
に
学
問
が
で
き
た
か
ら
で
あ

る
。

　
し
か
し
、
傭
は
補
助
員
で
あ
り
、
文
庫
役
は
図
書
係
で
あ
っ
て
、
決
し
て

総
裁
や
編
修
の
よ
う
に
『
大
日
本
史
』
の
編
修
に
従
事
す
る
職
で
は
な
い
。

蘭
渓
は
、
学
者
と
し
て
評
価
さ
れ
る
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
事
実
、
宝
暦
一

〇
年
（
一
七
六
〇
）
八
月
に
翠
軒
が
彰
考
館
の
書
写
場
傭
に
推
薦
さ
れ
た
と

（
２
）

た

（
３
）

纂

（
４
）

る

（
５
）

た

（
６
）

た

（
７
）

し

き
、
推
薦
し
た
総
裁
名
越
南
渓
は
同
僚
の
総
裁
鈴
木
白
泉
に
、「
鳶
生
レ

鷹

て
御
座
候
」
と
書
き
送
っ
て
い 

。

　
百
石
取
の
武
士
と
い
っ
て
も
、
生
活
は
楽
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
う
え
、

蘭
渓
は
学
問
に
関
心
を
も
ち
、
翠
軒
を
学
者
に
し
よ
う
と
し
た
か
ら
、
そ
の

困
難
さ
は
い
っ
そ
う
で
あ
っ
た
。
翠
軒
は
家
計
を
預
る
母
に
、「
侍
奉
闕
け

る
と
こ
ろ
多
し
。
生
績
の
恩
、
い
ま
だ
本
に
報
ゆ
る
に
逮
ば
ず
」
と
謝
辞
を

述
べ
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い 

。

先
君
薄
禄
寒
素
、
拮
据
は
な
は
だ
艱
。
先
妣
精
力
絶
人
、
黽
勉
操
作

し
、
及
び 
万 
（
翠
軒
の
名
）
の
読
書
習
字
、
筆
研
紙
墨
の
費
、
み
な
朝

み
つ
る

夕
衣
食
の
倹
節
刻
削
の
余
に
出
づ
。
乏
し
き
所
、
あ
る
こ
と
な
し
。
家

事
、
倥
偬
た
り
。

　
父
蘭
渓
と
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
貧
し
さ
の
た
め
で
あ
ろ
う
、
翠
軒
が
書

を
写
そ
う
と
す
る
と
、
蘭
渓
は
許
さ
ず
、
代
わ
っ
て
筆
写
し
た
。
次
の
よ
う

に
伝
え 

。

万
、
或
は
書
を
写
す
。
先
君
、
窃
に
こ
れ
を
奪
ひ
、
自
ら
代
り
て
曰

く
、
以
て
児
の
読
書
の
地
と
な
さ
ん
か
。 
沾 
々
と
し
て
事
に
就
き
、
そ

ち
ょ
う

の
苦
と
す
る
所
を
知
ら
ず
。
故
を
以
て
家
書
、
多
く
先
君
の
手
沢
と
云

ふ
。

　
続
け
て
翠
軒
は
、「
侍
奉
闕
け
る
こ
と
あ
り
。
養
志
遂
げ
ず
。
罔
極
の
恩
、

こ
れ
を
何
と
謂
は
ん
」
と
感
謝
の
意
を
表
し
て
い
る
。
翠
軒
が
勉
学
に
専
念

で
き
た
の
は
、
父
母
の
お
蔭
で
あ
っ
た
。

二
．
修
学
時
代

　
翠
軒
は
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
六
月
八
日
に
、
水
戸
城
下
竹
隈
町
に
生

ま
れ
た
。
翠
軒
の
学
問
の
形
成
に
は
、
教
育
熱
心
で
あ
り
、
一
応
の
学
者
で

も
あ
っ
た
父
蘭
渓
の
影
響
が
見
過
ご
せ
な
い
。「
万
、
漸
う
長
じ
て
日
々
勧

（
８
）

る
（
９
）

る

（
　
）
１０る
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課
、
読
書
せ
し 

」
と
、
学
問
に
励
む
こ
と
を
督
励
し
た
。
蘭
渓
は
林
鳳
岡

の
門
人
で
あ
っ
た
総
裁
名
越
南 

の
弟
子
で
あ
っ 

か
ら
、
朱
子
学
を
奉
じ

て
い
た
と
い
え
る
。
翠
軒
は
朱
子
学
を
父
か
ら
継
承
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た

南
渓
か
ら
詩
を
学
ん 

。

　
そ
の
一
方
、
翠
軒
は
少
年
時
代
に
、
谷
田
部 
東
壑 
に
入
門
し
て
句
読
を
授

と
う
が
く

け
ら
れ 

。
東
壑
は
総
裁
鈴
木
白
泉
の
弟
子
で
あ 

。
こ
の
時
期
の
彰
考
館

は
次
に
み
る
よ
う
に
、
朱
子
学
を
正
統
と
す
る
学
風
で
あ
っ
た
か
ら
、
白
泉

も
東
壑
も
朱
子
学
を
奉
じ
て
い
た
と
認
め
ら
れ 

。

　
東
壑
は
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
に
、
父
種
徳
が
上
司
の
密
通
殺
人
事
件

に
連
座
し
て
追
放
に
な
っ 

た
め
に
、
東
壑
も
ま
も
な
く
水
戸
を
退
去
し

 

。
宝
暦
七
年
に
東
壑
は
、
府
中
で
講
席
を
開
い
て
い
た
徂
徠
学
者
の
田
中

江
南
に
会
っ 

。
講
義
を
聞
い
て
東
壑
は
感
動
し
た
。
東
壑
は
徂
徠
学
徒
に

変
わ
っ 

。

　
事
件
か
ら
数
年
後
、
父
種
徳
が
許
さ
れ
た
の
で
、
谷
田
部
父
子
は
水
戸
に

帰
っ
た
。
そ
の
と
き
の
東
壑
の
「
篋
中
書
」
は
「
先
秦
古
文
家
」
の
も
の
が

多
く
、
そ
の
た
め
に
世
人
と
「
背
馳
」
し
た
と
伝
え
ら
れ 

。
宝
暦
一
〇
年

（
一
七
六
〇
）
に
江
南
は
水
戸
に
移
っ
た
。
江
南
の
来
水
に
は
水
戸
藩
の
国

家
老
山
野
辺
家
の
嗣
子
義
褧
が
、
江
南
の
師
大
内
熊
耳
と
同
門
で
あ
っ
た
点

が
指
摘
さ
れ 

が
、
東
壑
も
関
与
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　
翠
軒
と
東
壑
と
は
師
弟
と
い
っ
て
も
、
一
一
歳
違
い
で
し
か
な
か
っ
た
。

翠
軒
が
成
長
し
て
か
ら
の
二
人
の
学
問
的
関
係
を
翠
軒
は
、「
す
で
に
長
じ

て
相
与
に
講
習
切
劘
す
。
予
を
視
る
こ
と
子
弟
の
如 

」
と
述
べ
て
い
る
。

東
壑
も
翠
軒
を
「
友 

」
と
呼
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
帰
水
し
た
東
壑

は
、
た
だ
ち
に
徂
徠
学
を
翠
軒
に
伝
え
た
に
違
い
な
い
。

　
江
南
が
水
戸
で
開
講
す
る
と
、
翠
軒
た
ち
は
従
学
し
、
支
え
た
。
青
山
拙

斎
は
そ
れ
を
、「
こ
れ
よ
り
先
、
水
府
の
学
者
、
率
ね
宋
学
を
主
と
す
。
こ

こ
に
至
り
て
江
南
古
学
を
首
唱
し
て
、
先
生
の
徒
こ
れ
を
左
右
す
。
府
下
の

（
　
）
１１む

（
　
）
１２渓

（
　
）
１３た

（
　
）
１４だ

（
　
）
１５た

（
　
）
１６る

（
　
）
１７る

（
　
）
１８た

（
　
）
１９た

（
　
）
２０た

（
　
）
２１た

（
　
）
２２る

（
　
）
２３る

（
　
）
２４し

（
　
）
２５人

士
、
靡
然
と
し
て
風
に
従 

」「
府
下
の
士
、
始
め
て
新
奇
の
説
を
聞
き
、

以
て
痛
快
と
な
し
、
従
遊
す
る
者
は
な
は
だ
衆
し
。
水
府
の
学
、
こ
こ
に
於

て
一
変 

」
と
伝
え
て
い
る
。
た
し
か
に
江
南
の
講
席
は
人
気
を
博
し
た
よ

う
で
あ
る
。
東
壑
も
「
升
堂
入
室
者
、
相
踵
ぎ
駸
々
乎
た 

」
と
伝
え
て
い

る
。

　
し
か
し
、
拙
斎
が
い
う
よ
う
に
水
戸
の
学
風
が
こ
の
時
点
で
「
一
変
」
し

た
と
い
う
の
は
、
早
急
で
あ
る
。
一
変
の
基
礎
と
な
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
は
、
翠
軒
の
成
長
が
必
要
で
あ
っ
た
。
宝
暦
一
〇
年
（
一

七
六
〇
）
の
翠
軒
は
一
七
歳
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
う
え
、
塾
の
盛
況
は
長
続
き
し
な
か
っ
た
。
江
南
は
「
一
朝
意
を
得

ず
。
飄
然
と
颺
去
し
、
癸
未
の
秋
、
下
毛
の
二
荒
に
隠
れ 

」
と
、
東
壑
は

伝
え
る
。
宝
暦
一
三
年
（
一
七
六
三
）
秋
に
突
然
、「
意
を
得
ず
」
し
て
下
野

の
日
光
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
東
壑
も
翌
年
春
に
江
南
を

追
っ
て
、
水
戸
を
去
っ 

。
何
が
起
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
直
接
記

し
た
史
料
を
入
手
し
な
い
が
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
前
期
に
お
け
る
水
戸
学
と
徂
徠
学
と
の
交
流
を
顧
み
る
と
、
宝
永
六
年

（
一
七
〇
九
）
こ
ろ
に
、
佐
々
宗
淳
の
姪
を
徂
徠
が
後
妻
に
迎
え
た
こ
と
と
、

安
積
澹
泊
が
享
保
年
間
に
徂
徠
と
書
簡
を
往
復
し
て
、
学
問
的
交
流
を
も
っ

た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
人
的
に
は
徂
徠
の
弟
子
の
岡
井 
仲
錫 
が
、
享
保
九

ち
ゅ
う
せ
き

年
（
一
七
二
四
）
に
彰
考
館
の
編
修
に
採
用
さ
れ 

。
し
か
し
、
仲
錫
は
讃

岐
松
平
家
に
三
〇
〇
石
で
仕
え
て
い
た
父
兼
孝
を
相
続
す
る
た
め
で
あ
ろ

う
、
同
一
八
年
に
暇
を
賜
り
、
讃
岐
へ
去
っ
た
。
徂
徠
学
は
水
戸
藩
に
根
付

か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
享
保
期
に
一
世
を
風
靡
し
た
徂
徠
学
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
。

享
保
一
九
年
（
一
七
三
四
）
に
来
仕
し
た
林
家
出
身
の
名
越
南
渓
は
、
次
に

述
べ
る
よ
う
に
、
異
学
排
斥
の
中
心
人
物
で
あ
る
が
、
そ
の
南
渓
で
さ
え
、

か
つ
て
弟
子
の
長
久
保
赤
水
に
、「
羅
山
の
博
物
、
仁
斎
の
経
義
、
白
石
の

（
　
）
２６ふ

（
　
）
２７す

（
　
）
２８り（

　
）
２９る

（
　
）
３０た

（
　
）
３１た
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詩
律
、
徂
徠
の
文 

」
と
述
べ
て
、
一
面
で
は
徂
徠
を
評
価
し
て
い
た
。
ま

た
南
渓
は
詩
文
に
優
れ
、
大
内
熊
耳
と
も
交
流
が
あ
っ 

。

　
徂
徠
学
は
水
戸
領
内
に
も
着
実
に
浸
透
し
た
。
赤
水
は
宝
暦
明
和
期
に
、

茨
城
県
北
部
に
松
岡
の
七
友
と
呼
ば
れ
る
文
人
仲
間
を
形
成
し
た
が
、
彼
ら

は
南
渓
か
ら
異
学
と
糾
弾
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
に
赤
水
は
師
の
南
渓
に
弁
明

書
を
書
い
て
、
蘭
渓
に
託
し
た
。
そ
の
な
か
で
赤
水
は
、
彼
ら
の
学
問
的
環

境
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い 

。

窮
僻
書
に
乏
し
く
、
東
西
乞
借
し
て
こ
れ
を
読
む
。
概
ね
残
本
畸
冊
の

み
。
常
に
以
て
恨
み
と
な
す
。
東
都
に
徂
徠
な
る
者
あ
り
。
そ
の
徒
、

ま
た
多
く
書
を
出
す
。
声
名
四
方
に
籍
甚
た
り
。
里
鬧
の
富
豪
緇
流

輩
、
菽
麦
を
弁
ぜ
ず
、
影
響
を
逐
ひ
、
競
ひ
て
そ
の
書
を
購
ふ
。
こ
れ

を
読
む
。

　
辺
鄙
な
水
戸
領
で
は
本
を
借
覧
す
る
に
も
、
徂
徠
学
の
本
し
か
な
か
っ
た

と
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
江
南
来
水
時
の
拙
斎
の
評
言
と
矛
盾

す
る
。
お
そ
ら
く
、
徂
徠
学
者
は
そ
れ
ま
で
水
戸
に
い
な
か
っ
た
が
、
徂
徠

学
は
書
籍
を
通
じ
て
水
戸
に
も
確
実
に
浸
透
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
前

提
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
江
南
の
講
演
は
人
気
を
博
し
た
の
で
あ
る
。

　
水
戸
藩
が
徂
徠
学
を
異
学
と
し
て
排
斥
し
始
め
た
時
期
は
、
明
和
六
年

（
一
七
六
九
）
か
ら
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、
正
確
に
は
不
明
で
あ 

。
右

の
赤
水
の
弁
明
書
は
、
蘭
渓
が
死
亡
し
た
の
が
明
和
七
年
一
二
月
で
あ
る
か

ら
、
そ
れ
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
宝
暦
年
間
は
道
徳
性
を
軽
視
す
る
徂
徠
学

へ
の
批
判
が
高
ま
り
、
新
た
に
折
衷
学
が
興
隆
し
始
め
た
時
期
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
学
問
的
環
境
の
下
で
、
江
南
の
講
席
の
盛
況
は
、
異
学
排
斥
の

契
機
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
翠
軒
は
宝
暦
一
三
年
（
一
七
六
三
）
六
月
に
、
江
戸
彰
考
館
書
写
場
傭
に

な
っ
た
。
前
節
に
み
た
よ
う
に
、
最
初
に
南
渓
が
推
薦
し
た
の
は
宝
暦
一
〇

年
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
の
総
裁
は
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
に
総
裁
に
就

（
　
）
３２章

（
　
）
３３た

（
　
）
３４る

（
　
）
３５る

任
し
た
南
渓
と
、
宝
暦
八
年
に
就
任
し
た
鈴
木
白
泉
の
二
人
の
み
で
あ
っ

た
。
な
ぜ
先
輩
の
南
渓
が
推
薦
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
採
用
さ
れ
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
吉
田
一
徳
は
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
に
徂
徠
学
派
の
市
川
鶴
鳴
の
採
用

が
問
題
に
な
っ
た
と
き
、
南
渓
よ
り
も
白
泉
と
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
に

総
裁
に
就
任
し
た
富
田
長
洲
の
ほ
う
が
強
く
反
対
し
て
、
不
採
用
に
な
っ
た

事
例
を
挙
げ
て
、「
名
越
総
裁
よ
り
も
寧
ろ
水
戸
の
二
総
裁
が
徂
徠
学
派
排

斥
に
積
極
的
だ
っ
た
と
知
ら
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い 

。

　
吉
田
一
徳
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
異
学
排
斥
の
動
き
は
実
は
、
江
戸
総
裁

で
あ
っ
た
南
渓
よ
り
も
、
水
戸
総
裁
で
あ
っ
た
白
泉
の
ほ
う
が
強
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
水
戸
で
徂
徠
学
が
勃
興
す
る
の
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
危

機
感
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
翠
軒
の
採
用
も
遅
れ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
翠
軒
の
江
戸
で
の
採
用
は
、
江
南
た
ち
か
ら
引
離
す
た
め

だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
宝
暦
一
三
年
（
一
七
六
三
）
六
月
、
翠
軒
は
江
戸
彰
考
館
書
写
場
傭
に

な
っ
て
、
江
戸
に
上
っ
た
。
彰
考
館
に
採
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
蘭
渓
・
翠
軒

父
子
の
希
望
が
実
現
す
る
端
緒
で
あ
っ
た
。
蘭
渓
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、

『
大
日
本
史
』
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
翠
軒
を
勧
課
督
励
し
た

の
で
あ
っ 

。

恒
に
言
ふ
。
水
戸
西
山
公
（
光
圀
の
こ
と
）
の
文
教
、
近
来
や
や
振
は

ず
。
文
献
、
徴
す
る
に
た
ら
ず
。
国
史
の
撰
、
い
ま
だ
脱
藁
せ
ず
。

予
、
す
で
に
寒
窶
、
志
あ
り
て
果
さ
ず
。
後
死
、
汝
あ
り
。
汝
、
勉
め

よ
や
。

　
江
戸
に
出
た
翠
軒
は
田
中
江
南
の
師
、
大
内
熊
耳
に
入
門
し
た
。
ま
た
細

井
平
洲
に
も
「
唐
音
」
を
学
ぶ
た
め
に
入
門
し 

。
平
洲
は
折
衷
学
派
で
あ

る
が
、
入
門
の
目
的
が
「
唐
音
」
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
徂
徠
学
の
方

法
を
き
ち
ん
と
身
に
つ
け
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
翠
軒
は
依

（
　
）
３６る

（
　
）
３７た

（
　
）
３８た
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然
と
し
て
徂
徠
学
に
重
点
を
お
い
て
、
学
問
に
励
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　
江
戸
に
出
た
翠
軒
は
あ
る
人
に
、「
大
日
本
史
い
ま
だ
成
ら
ず
。
な
ん
ぞ

そ
の
淹
な
る
」
と
指
摘
さ
れ
、
恥
じ
て
「
司
馬
子
長
（
司
馬
遷
の
こ
と
）
氏
、

何
人
や
」
と
発
憤
し
て
い 

。
ま
た
、
多
彩
な
文
人
学
者
と
の
交
流
を
、
こ

の
時
期
か
ら
始
め 

。
そ
の
代
表
的
な
人
物
は
、
寛
政
異
学
の
禁
の
中
心
と

な
っ
た
朱
子
学
者
の
柴
野
栗
山
で
あ
る
。
翠
軒
は
江
戸
に
出
て
徂
徠
学
を
修

得
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
朱
子
学
か
ら
学
問
を
始
め
、
朱

子
学
の
支
配
的
な
環
境
に
育
っ
た
翠
軒
の
思
想
は
、
朱
子
学
を
受
容
す
る
性

格
で
あ
っ
た
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
次
に
み
る
安
永
四
年

（
一
七
七
五
）
の
弁
明
書
で
も
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
徂
徠
学
を
学
ぶ
翠

軒
は
、
南
渓
た
ち
総
裁
に
問
題
視
さ
れ
続
け
た
に
違
い
な
い
。

　
翠
軒
は
、
な
ぜ
徂
徠
学
を
積
極
的
に
学
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
和
三
年

（
一
七
六
六
）
七
月
、
翠
軒
は
水
戸
彰
考
館
の
編
修
に
な
っ
た
。
二
三
歳
で

あ
っ
た
。
水
戸
に
帰
っ
た
翠
軒
は
塾
を
開
い
た
。
翠
軒
の
門
下
か
ら
は
、
小

宮
山
楓
軒
や
藤
田
幽
谷
な
ど
の
有
能
な
学
者
が
輩
出
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ

の
教
育
内
容
が
徂
徠
学
で
あ
り
、「
朱
子
を
譏
」
る
と
総
裁
た
ち
が
問
題
に

し 

。
そ
の
た
め
に
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
六
月
二
六
日
に
、
翠
軒
は
総

裁
の
鈴
木
白
泉
に
弁
明
書
「
鈴
木
総
裁
に
与
へ
る 

」
を
提
出
し
た
。

　
こ
の
書
に
よ
れ
ば
、
異
端
と
さ
れ
た
理
由
は
、「
程
朱
を
謗
誹
し
、
道
徳

を
廃
弃
」
す
る
点
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
徂
徠
学
が
朱
子
学
を
否
定
し
、

道
徳
性
を
軽
視
す
る
点
が
問
題
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
名
越
南

渓
か
ら
は
「
諱
悪
を
受
け
」、
富
田
総
裁
か
ら
は
「
教
誨
を
蒙
」
っ
た
。
そ

こ
で
富
田
・
鈴
木
両
総
裁
に
面
謝
し
た
が
、
納
得
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
と

あ
る
。
推
薦
者
で
あ
り
古
参
の
総
裁
で
あ
っ
た
南
渓
は
、
そ
れ
だ
け
に
強
く

対
処
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
翠
軒
は
ど
の
よ
う
な
学
問
を
し
た
か
と
述
べ
て
い
る
か
と
い
う

と
、「
僕
の
博
覧
を
好
む
、
か
た
が
た
仁
斎
徂
徠
諸
家
の
書
の
及
ぶ
」
と
述

（
　
）
３９る

（
　
）
４０る

（
　
）
４１た

（
　
）
４２書

べ
て
、
そ
れ
故
に
「
心
す
で
に
僕
を
以
て
異
端
と
な
す
の
徒
」
は
、
異
端
に

み
え
る
の
だ
と
主
張
す
る
。
翠
軒
は
「
一
切
を
弃
去
し
て
」
学
問
に
励
ん
だ
。

そ
の
方
法
は
「
六
経
諸
史
は
吾
が
師
な
り
。
学
、
豈
に
流
派
あ
ら
ん
や
。
経

を
解
す
る
者
、
漢
伝
唐
疏
宋
注
、
何
ぞ
択
ば
ん
」、「
古
書
よ
り
始
め
て
、
参

す
る
に
諸
家
の
説
を
以
て
す
」
と
、
折
衷
的
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ

の
一
方
で
「
僕
の
学
に
努
め
る
、
勿
論
修
身
斉
家
な
り
」
と
い
い
、「
僕
、
い

ま
だ
嘗
て
程
朱
を
謗
ら
ず
」
と
、
朱
子
学
を
尊
重
し
て
い
る
点
を
確
認
し
て

い
る
。
し
か
し
、「
仁
斎
徂
徠
」
の
古
学
派
に
学
ん
だ
こ
と
、
と
く
に
「
六
経

諸
史
は
吾
が
師
な
り
」
と
は
、
方
法
的
に
徂
徠
学
を
核
心
と
し
て
い
た
こ
と

を
想
起
さ
せ
る
。

　
翠
軒
が
徂
徠
学
を
核
心
と
し
た
折
衷
的
な
学
問
を
追
求
し
た
理
由
は
、
翠

軒
の
学
問
の
目
的
に
由
来
し
て
い
た
。
翠
軒
は
続
け
て
い
う
。

西
山
先
公
の
誼
、
私
窃
に
こ
れ
を
欽
す
。
そ
の
国
史
の
設
け
、
天
下
慕

は
ざ
る
は
な
し
。
し
か
し
て
志
書
い
ま
だ
な
ら
ず
。
全
書
と
称
し
が
た

し
。
僕
、
恒
に
先
公
の
意
、
欝
と
し
て
暢
び
ざ
る
を
嘆
く
。
天
下
の

史
、
深
蔵
し
て
伝
へ
ず
。
遂
に
自
ら
量
ら
ず
、
身
を
奮
ひ
力
を
竭
し
、

こ
の
役
に
供
し
、
以
て
先
公
の
意
に
答
へ
、
今
公
の
志
を
成
さ
ん
と
欲

す
。
然
る
に
経
国
の
大
業
、
盛
事
に
朽
ち
ず
。
も
と
よ
り
浅
見
拘
学
の

よ
く
弁
ず
る
所
に
あ
ら
ず
。
故
に
広
聞
博
交
索
隠
探
頤
し
て
、
孜
々
と

し
て
自
ら
置
か
ざ
る
な
り
。

　
翠
軒
の
学
問
の
目
的
は
、『
大
日
本
史
』
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

当
時
の
『
大
日
本
史
』
編
纂
事
業
の
進
捗
状
況
は
、
紀
伝
は
寛
延
二
年
（
一

七
四
九
）
に
浄
写
が
終
わ
り
、
刊
行
を
待
つ
段
階
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
財

政
難
の
た
め
に
実
現
で
き
な
い
で
い
た
。
未
完
成
の
志
と
は
、
神
祇
・
氏

族
・
国
郡
な
ど
の
分
野
別
の
制
度
の
通
史
で
あ
る
。
こ
の
方
面
の
学
問
的
方

法
は
未
確
立
で
あ
り
、
か
つ
適
切
な
史
料
集
も
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か

で
享
保
期
に
成
立
し
た
徂
徠
学
は
、
聖
人
の
道
を
礼
楽
刑
政
の
制
度
と
と
ら
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え
て
歴
史
を
重
ん
じ
た
。
ま
た
方
法
と
し
て
の
古
文
辞
学
は
、
古
文
辞
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
、
儒
教
経
典
以
外
の
諸
子
百
家
の
多
様
な
学
問
を
研
究

し
て
、
成
果
を
あ
げ
た
。
そ
の
う
え
、
政
治
学
と
し
て
の
徂
徠
学
は
、
多
様

な
情
報
を
積
極
的
に
収
集
し
、
活
用
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
徂
徠
学
は
分
野

別
の
志
の
編
纂
に
展
望
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

　
当
時
の
朱
子
学
は
朱
子
学
関
係
の
書
籍
の
み
を
読
ん
で
、
道
徳
性
の
み
を

論
じ
る
学
に
堕
し
て
い
た
。
翠
軒
は
道
徳
性
と
い
う
意
味
で
は
朱
子
学
を
尊

重
し
つ
つ
も
、
志
類
の
完
成
の
た
め
に
、
広
く
史
料
を
求
め
思
考
す
る
徂
徠

学
を
積
極
的
に
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
な
お
仁
斎
学
に
関
し
て
は
、『
論
語
』

と
『
孟
子
』
を
精
読
す
る
こ
と
が
基
礎
で
あ
る
か
ら
、
歴
史
学
と
し
て
史
料

を
一
語
・
一
句
正
確
に
読
む
こ
と
を
学
ん
だ
と
推
測
で
き 

。

　
と
こ
ろ
で
、「
鈴
木
総
裁
に
与
へ
る
書
」
は
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
六
月

二
六
日
に
執
筆
さ
れ
た
。
こ
の
月
二
九
日
に
、
最
古
参
の
総
裁
で
翠
軒
を

「
諱
悪
」
し
た
南
渓
が
隠
居
し
た
。
こ
れ
は
偶
然
で
は
あ
り
え
な
い
。
翠
軒

は
自
分
を
疎
外
す
る
総
裁
た
ち
に
、
実
力
者
で
自
分
に
強
く
あ
た
っ
た
南
渓

の
隠
居
を
機
会
に
再
考
を
促
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
ヶ
月
以
上
た
っ

て
も
返
事
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
父
親
同
様
の
元
編
集
の
菊
池
南
汀 

九
月

三
日
に
書
を
送
っ
て
、
次
の
よ
う
に
総
裁
を
批
判
し 

。

近
来
こ
の
間
、
学
術
大
い
に
誤
り
、
才
を
忌
み
能
を
妬
む
。
総
裁
の
事

業
、
編
志
修
文
、
こ
れ
を
高
閣
に
束
ね
、
国
史
の
館
、
有
名
無
実
、
不

佞
谷
翁
と
居
恒
、
慨
嘆
す
。

　
異
端
の
謗
り
に
は
「
学
術
大
い
に
誤
り
」
と
、
自
己
の
正
し
さ
を
主
張
し

た
。
逆
に
総
裁
た
ち
は
才
能
あ
る
も
の
を
嫌
悪
し
、
そ
の
う
え
志
類
の
編
纂

を
し
な
い
で
、『
大
日
本
史
』
を
書
棚
に
束
ね
て
放
置
し
て
い
る
、
と
強
く

批
判
し
た
。
翠
軒
は
つ
ね
づ
ね
谷
遵
と
こ
の
現
実
を
嘆
い
て
い
る
と
記
し
て

い
る
。
し
か
し
、
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
の
彰
考
館
の
館
員
は
三
三
人
で

あ
っ 

か
ら
、
二
人
は
孤
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
「
不
佞
」
と
は
、

（
　
）
４３る

（
　
）
４４に

（
　
）
４５た

（
　
）
４６た

私
の
意
味
で
徂
徠
が
使
用
し
た
用
語
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
翠
軒
は
、
徂
徠
学

の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。

　
こ
の
時
期
は
彰
考
館
の
沈
滞
期
で
あ
っ
た
。
翠
軒
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

『
大
日
本
史
』
編
纂
事
業
は
中
断
状
況
に
陥
っ
て
い
た
。
総
裁
た
ち
は
編
纂

事
業
に
取
組
ま
な
か
っ
た
。
翠
軒
に
は
、
担
当
し
た
仏
事
志
の
草
稿
を
作
製

し
、
書
写
人
を
総
裁
に
要
求
し
た
が
、
と
く
に
何
も
し
て
い
な
い
の
に
総
裁

に
断
ら
れ
た
と
の
、
逸
話
が
伝
え
ら
れ
て
い 

。

　
沈
滞
し
た
理
由
の
一
つ
は
、
志
類
の
編
纂
に
不
向
き
な
道
徳
論
を
専
門
と

す
る
朱
子
学
に
凝
り
固
ま
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
が
、
一
方
で
は
人
材
を
登

用
で
き
な
い
慣
行
が
定
着
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
鈴
木
総
裁
に

与
へ
る
書
」
に
お
い
て
翠
軒
は
、「
館
閣
の
人
を
取
る
、
こ
れ
を
以
て
概
ね

世
士
な
り
。
人
才
を
失
は
ざ
る
者
、
ほ
と
ん
ど
希
な
り
」
と
明
白
に
指
摘
し

て
い
る
。
学
力
よ
り
も
家
柄
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
安
永
四
年

（
一
七
七
五
）
に
名
越
南
渓
が
隠
居
し
た
あ
と
に
残
っ
た
三
総
裁
、
鈴
木
白

泉
・
富
田
長
洲
・
大
場
南
湖
は
、
い
ず
れ
も
藩
祖
頼
房
以
来
の
家
系
の
も
の

で
、「
固
陋
無 

」
な
存
在
で
あ
っ
た
。
翠
軒
は
水
戸
学
者
ら
し
く
、
物
事

を
は
っ
き
り
と
い
う
人
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
鈴
木
総
裁
か
ら
の
返
事
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
す
く
な
く
と
も
、

翠
軒
が
期
待
し
た
よ
う
な
。
翠
軒
は
の
ち
に
、「
僕
、
嘗
て
諸
老
の
た
め
に

忌
ま
れ
、
廃
堕
自
棄 

」
と
述
べ
て
い
る
。
異
端
問
題
は
翠
軒
に
嫌
気
を
催

さ
せ
る
ほ
ど
ひ
ど
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
安
永
四
年
（
一

七
七
五
）
の
一
時
期
の
問
題
で
は
な
く
、
前
後
、
長
く
続
い
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
翠
軒
が
総
裁
に
就
任
す
る
の
は
、
さ
ら
に
一
一
年
後
の
天
明
六
年
（
一

七
八
六
）
で
あ
る
。

（
　
）
４７る

（
　
）
４８識

（
　
）
４９す
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三
．『
大
日
本
史
』
編
纂

　
総
裁
た
ち
か
ら
疎
外
さ
れ
た
翠
軒
で
あ
っ
た
が
、
実
力
を
身
に
着
け
、

「
文
章
書
法
、
一
時
に
超 

」
す
る
存
在
に
成
長
し
た
。
天
明
三
年
（
一
七
八

三
）
に
は
長
久
保
赤
水
の
推
薦
で
江
戸
に
召
さ
れ
て
、
藩
主 
治
保 
の
侍
読
に

は
る
も
り

な
っ
た
。
侍
読
に
な
っ
た
翠
軒
は
、『
大
日
本
史
』
が
「
高
閣
に
束
ね
置
」
か

れ
て
い
る
現
状
を
報
告
し
た
。
治
保
は
驚
き
、『
大
日
本
史
』
の
完
成
を
命

じ 

。
翠
軒
は
天
明
六
年
六
月
に
総
裁
に
登
用
さ
れ
、
編
纂
事
業
の
中
心
と

な
っ 

。

　
治
保
の
信
頼
を
え
て
総
裁
に
な
る
と
、
徂
徠
学
を
学
ん
だ
翠
軒
は
、
政
治

に
積
極
的
に
関
与
し
た
。「
近
臣
ニ
先
生
之
様
ニ
進
言
申
上
候
人
ハ
無
レ

之
」

と
い
わ
れ
た
ほ
ど
治
保
に
進
言
し
た
。
そ
の
た
め
に
執
政
に
「
政
事
の
妨
を

な
す
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ 

。
藩
主
に
の
み
進
言
し
た
の
で
は
な

い
。
松
平
定
信
の
老
中
就
任
に
は
、
治
保
へ
の
翠
軒
の
吹
聴
が
元
で
あ
っ
た

と
い
わ
れ 

。
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
に
は
、
定
信
の
田
安
時
代
の
侍
読

で
友
人
の
大
塚 
孝
綽 
の
求
め
に
応
じ
て
、「
天
下
之
三
大
患
」、
朝
鮮
使
聘
礼

こ
う
し
ゃ
く

の
事
・
北
夷
の
事
・
一
向
宗
の
事
を
献
言
し 

。

　
こ
の
う
ち
外
警
の
問
題
は
寛
政
年
間
に
な
る
と
重
大
化
し
た
。
寛
政
元
年

（
一
七
八
九
）
の
国
後
島
の
ア
イ
ヌ
の
反
乱
に
は
、
鈴
木
富
田
両
総
裁
に
宛

て
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
、
編
纂
事
業
に
携
わ
っ
て
い
る
と
き
で
は
な
い

と
、
危
機
感
を
深
め 

。

蝦
夷
蜂
起
之
儀
、
と
く
と
く
し
つ
ま
り
不
レ

申
、
両
南
部
番
津
軽
殿
へ

被
二

仰
付
一

、
松
前
よ
り
之
左
右
次
第
ニ
早
々
討
手
ニ
罷
越
候
様
ニ
と

の
事
ニ
御
座
候
由
、
雑
説
紛
々
ニ
御
座
候
。
御
同
様
ニ
筆
研
之
間
を
事

と
す
る
時
節
ニ
も
無
レ

之
と
奉
レ

存
候
。
如
何
。

　
翠
軒
に
は
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
以
来
の
蝦
夷
の
情
報
を
集
め
た
『
海

防
集
説
』
の
編
纂
書
が
あ
る
。
北
辺
の
動
向
を
注
視
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
　
）
５０絶

（
　
）
５１た

（
　
）
５２た

（
　
）
５３た

（
　
）
５４る

（
　
）
５５た

（
　
）
５６た

し
か
し
、
危
機
は
北
辺
で
起
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
江
戸
に
異
国
船
が
来
た

ら
ど
う
な
る
か
。
翠
軒
は
展
望
を
も
て
な
か
っ
た
。
寛
政
九
年
に
富
田
敏
好

に
充
て
て
、
以
下
の
よ
う
に
書
き
送
っ
て
い 

。

異
国
船
之
事
、
別
紙
之
通
ニ
御
座
候
。
品
川
沖
へ
乗
付
、
大
砲
を
放
候

之
事
、
今
日
ニ
も
無
二

心
元
一

候
。
其
時
に
至
り
申
候
て
ハ
、
大
君
事

も
紛
雑
取
留
候
事
も
相
成
申
間
敷
、
蹈
散
候
ハ
ヽ
、
死
人
も
多
出
来 

可
レ

申
候
。
今
に
至
り
候
て
ハ
、
如
何
共
可
レ

仕
様
無
レ

之
候
。

　
そ
の
う
え
、
当
時
の
水
戸
藩
は
天
明
の
大
飢
饉
の
た
め
に
、
極
端
な
荒
廃

状
況
に
あ
っ
た
。
翠
軒
は
「
以
レ

身
任
レ 

」、
率
先
し
て
改
革
を
主
張
し
た
。

そ
れ
は
弟
子
た
ち
に
も
共
有
さ
れ
た
。
翠
軒
は
有
能
な
弟
子
た
ち
を
随
時
、

彰
考
館
に
採
用
し
た
。
か
く
し
て
水
戸
藩
で
は
早
く
寛
政
年
間
に
、
彰
考
館

を
中
心
に
下
士
改
革
派
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
寛
政

年
間
に
は
、
改
革
を
実
施
す
る
地
位
に
は
就
い
て
い
な
か
っ
た
。
翠
軒
に
は

そ
の
前
に
、『
大
日
本
史
』
の
完
成
と
い
う
大
仕
事
が
あ
っ
た
。

　
前
節
に
み
た
よ
う
に
、『
大
日
本
史
』
紀
伝
の
原
稿
は
完
成
し
て
い
た
。

残
っ
て
い
た
の
は
志
表
で
あ
る
。
表
と
は
官
僚
の
一
覧
表
で
あ
っ
て
、
問
題

に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
困
難
さ
は
志
類
の
編
纂
に
あ
っ
た
。
翠
軒
は
志
類
を

完
成
さ
せ
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
学
問
に
励
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
総
裁
に

就
任
し
た
翠
軒
は
、
志
類
完
成
の
方
策
を
聞
か
れ
て
、
先
輩
の
二
総
裁
に

十
ヵ
年
構
想
を
提
示
し 

。
そ
れ
に
よ
る
と
、「
成
る
を
告
ぐ
る
の
遅
速
は
、

諸
子
の
勤
怠
に
在
り
」
と
断
り
つ
つ
、
次
の
方
法
を
説
い
た
。

先
づ
紀
伝
引
用
書
中
、
志
料
を
探
索
し
、
各
部
類
聚
す
。
斟
酌
取
捨

し
、
繁
簡
均
適
し
て
後
、
総
序
を
篇
述
し
て
、
十
五
志
一
手
に
成
る
の

策
な
り
。

　
紀
伝
の
引
用
書
か
ら
史
料
を
選
び
、
各
志
に
類
聚
＝
分
類
し
て
、
考
察
し

総
合
し
て
一
五
志
を
同
時
に
完
成
さ
せ
る
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
ほ
か

の
史
料
も
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各
志
に
は
担
当
を
決
め
、
翠
軒
が
総
括

（
　
）
５７る

（
　
）
５８国

（
　
）
５９た
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す
る
。
ま
た
草
稿
の
出
来
て
い
る
食
貨
・
兵
馬
・
音
楽
・
職
官
・
氏
族
の
諸

志
も
再
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

　
巻
数
は
定
め
な
い
と
い
っ
て
い
る
が
、
明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
に
完

成
し
た
『
大
日
本
史
』
の
志
類
一
二
六
巻
の
よ
う
な
百
科
全
書
的
な
分
厚
い

も
の
で
な
く
、
司
馬
遷
の
『
史
記
』（
全
一
三
〇
巻
、
内
、
志
に
あ
た
る
書
は

八
巻
）
の
体
裁
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
「
一
大
難 

」

で
あ
っ
た
志
類
の
編
纂
を
、
意
気
込
み
は
と
も
か
く
、
安
易
に
考
え
過
ぎ
て

い
た
嫌
い
が
あ
る
。
こ
の
構
想
は
間
も
な
く
廃
棄
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
何

よ
り
も
一
〇
年
と
は
期
間
が
短
す
ぎ
る
。
そ
の
う
え
、
人
材
難
で
あ
っ
た
。

ま
た
徂
徠
学
を
学
ん
だ
翠
軒
に
と
っ
て
、
志
類
は
百
科
全
書
的
に
厖
大
な
も

の
が
望
ま
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
以
上
に
翠
軒
の
志
類
を
完
成
さ
せ
る
と
い
う
夢
は
、
放
棄
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
事
態
が
生
じ
た
。
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
六
月
一
九
日
、
翠

軒
は
江
戸
に
召
さ
れ
て
藩
主
治
保
に
会
っ
た
。
治
保
は
光
圀
百
年
遠
忌
の
寛

政
一
一
年
に
、『
大
日
本
史
』
を
完
成
さ
せ
る
よ
う
に
命
じ
た
。
治
保
は
純

粋
な
孝
行
の
心
か
ら
、
百
年
遠
忌
ま
で
に
は
完
成
さ
せ
た
い
と
強
く
念
願
し

た
。
こ
の
点
を
確
認
し
た
翠
軒
は
、
志
表
の
編
纂
は
光
圀
の
意
志
で
は
な
い

と
主
張
し
て
、
廃
志
を
提
案
し
、
了
承
さ
れ
た
。
紀
伝
だ
け
で
『
大
日
本

史
』
の
完
成
と
す
る
の
で
あ
る
。
翠
軒
と
し
て
は
身
を
切
ら
れ
る
思
い
で

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。「
是
非
こ
し
ら
へ
申
度 

」
と
、
翠
軒
は
こ
の
提
案

の
趣
意
書
に
書
い
て
い
る
。

　
藩
主
治
保
の
心
は
純
粋
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
要
請
に
は
裏
が
あ
っ

た
。
財
政
難
の
藩
政
府
は
編
纂
事
業
の
終
了
、
彰
考
館
廃
館
を
目
論
ん
で
い

た
。
そ
れ
は
光
圀
の
隠
居
後
、
藩
政
府
が
繰
り
返
し
唱
え
て
き
た
方
針
で

あ
っ
た
。
廃
館
と
い
っ
て
も
、
彰
考
館
は
『
大
日
本
史
』
編
纂
の
ほ
か
に
、

水
戸
藩
の
文
教
政
策
に
深
く
関
与
し
て
い
た
か
ら
、
実
際
は
大
幅
人
員
削
減

で
あ
る
。
翠
軒
は
こ
れ
に
抵
抗
し
た
。
そ
の
た
め
に
廃
志
を
提
案
す
る
一

（
　
）
６０事

（
　
）
６１候

方
、
紀
伝
だ
け
の
『
大
日
本
史
』
完
成
後
に
、
別
立
て
で
志
の
編
纂
を
継
続

す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
い
つ
の
日
に
か
、
志
に
あ
た
る
書
が
完
成
す
る
よ

う
に
と
。
そ
れ
は
翠
軒
の
希
望
で
も
あ
っ
た
。

　
翠
軒
の
提
案
は
彰
考
館
員
の
猛
反
発
に
あ
っ
た
。
紀
伝
体
の
書
に
は
、
志

表
が
付
い
て
い
る
の
が
当
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
前
節
で
み
た
よ

う
に
、
翠
軒
自
身
が
志
類
を
含
め
て
『
大
日
本
史
』
を
完
成
す
る
こ
と
が
光

圀
の
意
志
で
あ
る
と
認
め
て
い
た
よ
う
に
、
光
圀
の
意
志
と
考
え
ら
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
一
番
弟
子
の
小
宮
山
楓
軒
さ
え
反
対
し
た
。
鈴
木
・
富
田

両
総
裁
に
は
藩
政
府
の
力
を
借
り
て
一
応
了
承
さ
せ
た
。
し
か
し
、
翌
年
二

月
に
侍
読
の
た
め
に
江
戸
に
出
た
富
田
長
洲
は
、
紀
伝
出
版
後
、
治
保
一
代

の
間
に
志
表
を
編
纂
し
て
『
大
日
本
史
』
に
付
け
る
案
や
、
紀
伝
と
志
表
と

で
書
き
分
け
て
き
た
史
料
を
ど
う
処
理
す
る
か
な
ど
と
、
反
対
の
意
向
を
繰

り
返
し
伝
え
て
き
た
。
長
洲
の
背
後
に
は
、
江
戸
彰
考
館
の
高
橋
坦
室
ら
が

い
た
。

　
翠
軒
は
完
成
し
て
い
た
紀
伝
の
光
圀
廟
へ
の
献
納
と
出
版
の
た
め
に
、
す

な
わ
ち
、
よ
り
充
実
し
た
完
成
を
目
指
し
て
紀
伝
の
校
正
を
開
始
し
た
。
そ

の
一
方
、
志
類
の
編
纂
は
一
部
継
続
さ
れ
た
。
老
齢
の
長
久
保
赤
水
や
青
山

延
彝
が
担
当
し
た
、
地
理
志
や
神
祇
志
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
は
驚
く
べ
き
事

実
で
あ
る
。
紀
伝
の
校
正
は
、
館
全
体
が
全
力
を
あ
げ
て
取
組
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
時
期
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
紀
伝
と
分
離
さ
れ
た
志
類
の
構

成
は
当
然
、
再
検
討
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

継
続
さ
れ
た
理
由
は
、
一
つ
に
は
老
練
で
実
績
の
あ
る
赤
水
ら
へ
の
、
翠
軒

の
遠
慮
で
あ
ろ
う
。
ま
た
別
立
て
に
す
る
と
し
て
も
、
志
編
纂
を
継
続
さ
せ

た
か
っ
た
翠
軒
の
思
い
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
上
に
、
や
は
り
反
対
論
の
強
さ

が
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
五
月
に
、
長
洲
が
老
齢
な
の
で
隠
居
し
た
い
、

担
当
し
て
い
る
輿
服
志
の
後
任
を
、
こ
れ
ま
で
手
伝
っ
て
く
れ
た
有
職
巧
者
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の
吉
野
父
子
に
し
た
い
、
と
申
出
た
。
そ
れ
を
翠
軒
は
承
認
し
た
。
翠
軒
は

従
来
ど
お
り
の
志
類
編
纂
の
継
続
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
承
認
し
た
の
で
あ

る
。

　
志
類
編
纂
の
継
続
を
認
め
た
翠
軒
は
、
長
洲
の
紀
伝
出
版
後
、
治
保
一
代

の
間
に
志
表
を
編
纂
し
て
、
紀
伝
に
付
け
て
『
大
日
本
史
』
を
完
成
す
る
と

の
案
を
承
認
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
治
保
の
了
承
も
え
た
。
そ
れ
が
い
つ
か
は

正
確
に
は
判
明
し
な
い
。
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
六
月
、
中
清
書
段
階
に

な
り
、
著
者
で
あ
る
藩
主
名
の
記
載
方
法
が
御
意
を
伺
っ
た
う
え
で
決
定
さ

れ
た
。
こ
の
と
き
、
紀
伝
の
み
で
な
く
、
志
類
も
「
権
中
納
言
従
三
位
源 

治
―
　
補 

」
と
記
す
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
志
類
の
著
者
は
治
保
の
み
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
二
つ
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
第
一
は
、
志
表
の
編
者
は

治
保
の
代
に
完
成
す
る
こ
と
、
少
な
く
と
も
そ
れ
が
目
指
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
第
二
は
、
志
表
の
編
纂
は
光
圀
の
意
志
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
志
類
編
纂
の
継
続
が
決
定
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
翠
軒
は
廃
志
の
方
針

で
紀
伝
の
校
正
を
進
め
た
。
紀
伝
と
志
類
と
で
書
き
分
け
て
い
た
史
料
の
う

ち
、
紀
伝
に
入
れ
ら
れ
る
も
の
は
積
極
的
に
志
類
か
ら
抜
き
出
し
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
翠
軒
失
脚
後
の
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
に
、
高
橋
坦
室
が
そ

の
た
め
に
紀
伝
再
訂
を
命
じ
ら
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

　
翠
軒
は
、
な
ぜ
廃
志
の
方
針
で
編
纂
を
続
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
に

藩
政
府
の
方
針
が
あ
げ
ら
れ
る
。
近
世
、
藩
主
は
絶
対
君
主
と
し
て
君
臨
し

た
が
、
そ
の
実
、
藩
政
府
は
財
政
な
ど
の
独
自
の
権
限
を
も
っ
て
い
た
。
藩

政
府
の
方
針
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
直
接
示
す
史
料
に
欠

け
る
が
、
た
と
え
ば
翠
軒
が
失
脚
し
て
幽
谷
と
坦
室
が
登
用
さ
れ
た
の
は
、

享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
一
月
で
あ
る
が
、
藩
政
府
が
承
認
し
た
の
は
、
こ

の
年
の
一
一
月
で
あ
っ
た
。

　
第
二
に
志
類
編
纂
が
光
圀
の
意
志
で
は
な
い
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
そ

の
編
纂
の
論
拠
を
危
う
く
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
第
三
に
人
材
難
が
あ
げ
ら

（
　
）
６２修

れ
る
。
翠
軒
は
短
期
間
で
完
成
さ
せ
る
自
信
を
、
も
て
な
く
な
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
第
四
に
内
憂
外
患
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
、
危
機
感

が
あ
っ
た
。
寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）
の
紀
伝
校
正
終
了
後
、
楓
軒
は
じ

め
立
原
門
下
は
、
郡
奉
行
な
ど
の
改
革
の
第
一
線
に
進
出
し
た
。

　『
大
日
本
史
』
を
た
し
か
な
も
の
に
す
る
た
め
に
、
翠
軒
は
藩
外
の
学
者

に
も
協
力
を
求
め
た
。
光
圀
以
来
の
歴
史
学
の
伝
統
を
誇
る
水
戸
藩
で
あ

る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
藩
外
に
協
力
を
求
め
た
こ
と
は
、
翠
軒
の
謙

虚
さ
と
も
い
え
る
が
、
人
材
難
の
表
れ
で
も
あ
る
。
主
な
人
物
は
三
人
で
あ

る
。
在
野
の
国
学
者
塙
保
己
一
に
は
原
典
校
正
を
依
頼
し
た
。
幕
府
の
儒
官

柴
野
栗
山
に
も
校
正
を
依
頼
し
た
。
そ
し
て
京
都
の
国
学
者
藤
貞
幹
を
介
し

て
、
当
時
朝
廷
で
も
っ
と
も
有
職
故
実
家
と
し
て
名
の
あ
っ
た
裏
松
光
世
に

も
依
頼
し
た
。
裏
松
へ
の
依
頼
に
は
、
前
期
以
来
の
課
題
で
あ
る
朝
廷
献
上

の
実
現
が
期
待
さ
れ
た
。

　
裏
松
は
『
大
日
本
史
』
に
好
感
を
も
っ
た
。
元
禄
享
保
期
と
違
っ
て
、
尊

王
の
書
と
し
て
の
『
大
日
本
史
』
の
評
価
が
定
着
し
て
い
た
た
め
と
い
え
る
。

翠
軒
は
献
上
問
題
の
た
め
に
上
京
す
る
よ
う
に
促
さ
れ
た
。
翠
軒
は
、
裏
松

が
校
正
を
終
え
た
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
に
、
楓
軒
・
幽
谷
ら
を
と
も

な
っ
て
上
洛
し
た
。
上
洛
に
当
っ
て
藩
主
治
保
は
宴
席
を
設
け
、
将
軍
拝
領

の
羽
織
を
下
賜
し
た
。
こ
れ
だ
け
期
待
さ
れ
た
上
洛
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
残
さ
れ
た
史
料
に
は
、
献
上
問
題
や
公
卿
と
の
交
渉
に
つ
い
て
一
切

記
さ
れ
て
い
な
い
。

　
翠
軒
は
公
卿
た
ち
に
歓
迎
さ
れ
、
宮
中
に
も
招
か
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
翠

軒
に
は
「
宮
中
詞
二 

」
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、「
君
主
秋
酔
す
鳳
皇
の
楼
、

天
上
の
月
明
る
く
光
流
れ
ん
と
欲
す
。
簾
外
夜
深
く
星
漢
落
つ
」、
ま
た

「
天
顔
喜
び
有
り
恩
賜
多
し
。
六
宮
の
仙
隊
絃
管
を
鳴
ら
し
、
斉
唱
す
新
翻

御
製
の
歌
」
と
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
結
果
は
ど
う
な
っ
た
の
か
。『
往
復
書
案
』
で
は
、
江
戸
に
帰

（
　
）
６３首
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り
着
い
た
翠
軒
は
水
戸
彰
考
館
に
、「
私
儀
も
京
都
御
用
無
レ

滞
相 

」
と
書

き
送
っ
て
い
る
。『
史
林
年
表
』
に
は
、「
使
命
ヲ
達
シ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

翠
軒
は
使
命
を
達
し
、
朝
廷
献
上
の
内
諾
を
え
た
と
認
め
ら
れ
る
。
彼
ら
が

こ
の
件
を
一
切
記
録
に
残
さ
な
か
っ
た
理
由
は
、
水
戸
藩
か
ら
朝
廷
へ
の
使

者
は
家
老
級
の
人
物
が
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
身
分
の
低
い
彼

ら
が
朝
廷
工
作
を
し
た
こ
と
が
、
憚
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
こ
の

時
期
、
朝
幕
関
係
は
尊
号
問
題
で
冷
え
き
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
上
洛
は
若
い
幽
谷
の
尊
王
思
想
に
、
大
き
な
刺
激
を
与
え
た
。
帰
国
す
る

と
、
志
類
の
編
纂
に
熱
意
を
も
っ
て
い
た
幽
谷
は
、
坦
室
と
『
大
日
本
史
』

の
基
本
的
な
諸
問
題
の
検
討
を
始
め
た
。
そ
れ
は
書
名
・
書
法
・
志
表
・
論

賛
で
あ
る
。
彼
ら
は
名
分
論
を
強
調
し
て
、
尊
王
絶
対
化
の
思
想
を
形
成
し

て
い
っ
た
。

　
一
方
、
翠
軒
は
『
大
日
本
史
』
の
完
成
に
鋭
意
努
力
し
た
。
寛
政
八
年

（
一
七
九
六
）
に
は
中
清
書
段
階
に
達
し
、
冬
に
翠
軒
は
館
員
に
、
あ
と
三

年
と
鼓
舞
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
き
て
翠
軒
に
一
つ
の
難
題
が
生
じ

た
。
治
保
は
『
大
日
本
史
』
の
著
者
と
し
て
の
自
覚
を
も
っ
た
聡
明
な
君
主

で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
は
翠
軒
に
一
任
し
て
お
り
、
近
臣
の
斎
田
典
盛
ら
と

読
む
程
度
で
あ
っ
た
が
、
校
正
を
し
な
が
ら
読
む
と
通
告
し
て
き
た
の
で
あ

る
。
以
後
、
治
保
か
ら
の
疑
問
や
指
令
が
あ
い
つ
い
だ
。
翠
軒
は
そ
の
対
応

に
追
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
治
保
の
了
承
が
え
ら
れ
な
け
れ
ば
作
業
は
進

ま
な
い
。
た
ま
り
か
ね
た
翠
軒
は
寛
政
九
年
五
月
に
、
江
戸
へ
行
っ
て
治
保

と
直
談
判
す
る
決
意
を
し
た
。
実
現
し
た
の
は
八
月
で
あ
る
。
治
保
に
会
っ

た
翠
軒
は
、
今
後
、
江
戸
と
水
戸
と
の
間
で
齟
齬
・
渋
滞
し
な
い
よ
う
に
、

水
戸
の
総
裁
か
編
修
が
交
代
で
江
戸
に
行
き
、
侍
読
に
加
わ
る
こ
と
に
決
め

た
。

　
こ
の
と
き
幽
谷
も
江
戸
に
召
さ
れ
た
。
先
に
江
戸
に
着
い
た
幽
谷
は
、
坦

室
ら
と
曖
昧
に
さ
れ
て
い
た
志
表
編
纂
の
問
題
に
決
着
を
つ
け
る
た
め
に
、

（
　
）
６４済

翠
軒
の
上
府
を
待
っ
た
。
し
か
し
、
江
戸
に
着
い
た
翠
軒
は
多
忙
で
会
っ
て

く
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
幽
谷
は
書
名
更
改
を
提
案
し
た
「
校
正
局
諸

学
士
に
与
ふ
る
の
書
」
を
、
八
月
二
九
日
に
水
戸
の
同
僚
に
送
っ
た
。
一
〇

月
二
二
日
に
は
、
そ
れ
を
合
理
化
し
た
書
『
修
史
始
末
』
を
翠
軒
に
提
出
し

た
。
幽
谷
は
志
表
編
纂
を
確
実
に
す
る
た
め
に
、
両
書
を
書
い
た
の
で
あ

る
。

　
翠
軒
が
光
圀
の
意
志
で
は
な
い
と
廃
志
を
唱
え
た
と
き
に
論
拠
と
し
た
の

は
、
志
表
編
纂
の
命
が
正
式
に
下
っ
た
の
は
享
保
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
、

ま
た
光
圀
に
た
し
か
に
そ
の
意
志
が
あ
っ
た
と
は
確
認
で
き
な
い
と
い
う
点

に
あ
っ
た
。
こ
の
議
論
は
、
志
表
編
纂
は
当
然
光
圀
の
意
志
と
考
え
て
い
た

当
時
の
水
戸
学
者
に
と
っ
て
、
衝
撃
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
光
圀
は
『
大
日

本
史
』
編
纂
に
関
し
て
、
明
白
に
目
的
を
述
べ
る
こ
と
は
な
か
っ 

。
志
表

に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
以
後
、
水
戸
学
者
の
間
で
は

光
圀
の
研
究
が
盛
ん
に
な
る
。
幽
谷
は
そ
の
代
表
で
あ
る
。
し
か
し
、
幽
谷

の
議
論
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
先
行
型
で
、
確
実
な
も
の
と
は
お
よ
そ
い
え
な
い

も
の
で
あ
る
。
志
表
の
問
題
も
結
局
は
、
安
積
澹
泊
の
言
に
よ
っ
て
し
か
光

圀
の
意
志
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

　「
校
正
局
諸
学
士
に
与
ふ
る
の
書
」
は
、
道
徳
的
判
断
は
天
皇
が
す
る
と
、

天
皇
大
権
の
問
題
を
提
示
し
た
の
で
、
注
目
さ
れ
た
。
し
か
し
、
一
一
月
に

幽
谷
は
改
革
を
求
め
て
、
治
保
の
政
治
姿
勢
を
厳
し
く
批
判
し
た
意
見
書

「
丁
巳
封
事
」
を
提
出
し
た
た
め
に
、
役
禄
召
放
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に

議
論
は
深
ま
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
と
き
翠
軒
は
「
君
徳
を
損
し
候
様
成
事
仕

候
ハ
、
不
届
至 

」
と
激
怒
し
、
愛
弟
子
の
幽
谷
と
絶
交
し
た
。
幽
谷
た
ち

は
勢
力
を
失
い
、
孤
立
し
た
坦
室
は
紀
伝
の
校
正
が
終
了
し
た
寛
政
一
一
年

（
一
七
九
九
）
九
月
に
、
み
ず
か
ら
願
い
出
て
右
筆
に
転
職
し
た
。

　
光
圀
百
年
遠
忌
の
寛
政
一
一
年
一
二
月
六
日
に
、
校
正
が
終
わ
り
新
た
に

完
成
し
た
『
大
日
本
史
』
紀
伝
が
光
圀
廟
に
献
納
さ
れ
た
。
し
か
し
、
翠
軒

（
　
）
６５た

（
　
）
６６極
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は
こ
の
一
〇
月
に
瑞
龍
村
の
沼
田
氏
の
訴
訟
事
件
に
関
与
し
て
閉
門
中
で

あ
っ
た
た
め
に
、
こ
の
盛
典
に
参
加
で
き
な
か
っ
た
。
普
通
、
こ
の
事
件
が

契
機
と
な
っ
て
、
翠
軒
は
治
保
の
信
頼
を
失
い
、
坦
室
の
策
謀
も
あ
っ
て
失

脚
し
た
と
説
か
れ
る
が
、
こ
れ
は
事
実
に
反
す
る
。

　
寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）
一
月
二
一
日
に
赦
免
に
な
っ
た
翠
軒
は
、
館

務
に
復
帰
し
た
。
寛
政
一
二
年
の
翠
軒
は
二
つ
の
難
問
を
抱
え
て
い
た
。
一

つ
は
寛
政
一
一
年
に
校
正
が
終
了
し
た
段
階
か
ら
、
彰
考
館
の
減
員
が
始

ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
同
年
中
に
編
修
の
三
人
（
富
田
敏
好
が
通
事
、
高
橋

坦
室
が
右
筆
（
た
だ
し
、
坦
室
の
場
合
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
事
情
が
違

う
）、
小
宮
山
楓
軒
が
郡
奉
行
）
と
、
ほ
か
一
人
が
転
出
し
た
。
こ
の
人
事

は
一
面
で
は
改
革
を
唱
え
る
翠
軒
の
思
想
の
実
現
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に

藩
政
府
の
廃
館
、
規
模
縮
小
の
政
策
が
実
施
さ
れ
始
め
た
こ
と
を
意
味
す

る
。
紀
伝
は
完
成
し
た
と
い
っ
て
も
、
ま
だ
出
版
が
残
っ
て
い
る
の
に
、
有

能
な
編
修
を
転
出
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
出
版
の
命
は
寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）
一
〇
月
に
下
っ
た
。
そ
の
前
の

三
月
に
、
治
保
か
ら
ふ
た
た
び
校
正
を
す
る
と
の
命
が
伝
え
ら
れ
た
。
翠
軒

は
当
惑
し
た
。
実
は
完
成
し
た
『
大
日
本
史
』
紀
伝
は
、
翠
軒
に
と
っ
て

「
誤
も 

」
い
、
快
心
の
作
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
翠
軒
は
、
完
成
を

期
に
許
さ
れ
て
再
勤
に
な
っ
た
幽
谷
に
期
待
し
て
吟
味
す
る
つ
も
り
で
あ
っ

た
が
、
幽
谷
が
積
極
的
に
協
力
し
た
形
跡
は
な
い
。

　
結
局
、
有
能
な
編
修
を
失
っ
た
翠
軒
は
、
独
力
で
念
校
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
末
ま
で
に
は
、
本
紀
七

三
巻
が
終
了
見
込
み
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
次
の
列
伝
一
七
〇
巻
に
な
る

と
、
最
初
の
后
妃
伝
・
皇
子
伝
・
皇
女
伝
で
つ
ま
ず
い
た
。
そ
れ
で
も
后
妃

伝
は
翌
年
三
月
中
に
終
了
し
た
が
、
皇
子
伝
と
皇
女
伝
は
遅
々
と
し
て
進
ま

な
か
っ
た
。

　
こ
の
三
伝
が
難
し
か
っ
た
の
は
、
後
に
翠
軒
が
「
皇
子
皇
女
な
と
御
名
前

（
　
）
６７多

さ
え
も
と
く
と
わ
か
り
不
レ

申
、
其
御
皇
母
な
ど
も
不
レ

詳 

」
と
述
べ
た
よ

う
な
事
情
が
一
つ
あ
っ
た
。
さ
ら
に
皇
子
伝
・
皇
女
伝
で
は
、
旧
稿
に
は
何

番
目
の
子
と
、
一
人
ひ
と
り
書
か
れ
て
い
た
の
を
、
不
正
確
な
の
で
翠
軒
は

削
除
し
た
。
そ
れ
を
ふ
た
た
び
確
認
し
て
書
き
加
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
長
幼
の
序
の
道
徳
規
範
か
ら
み
て
、
重
要
と
判
断
し
た
か
ら
に
違
い
な

い
。
翠
軒
の
い
う
「
誤
」
り
と
は
、
主
と
し
て
こ
う
し
た
史
料
上
、
確
定
で

き
な
か
っ
た
問
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
翠
軒
の
完
璧
な
も
の
を
追
求
す
る
努
力
は
、
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
異
常
で
あ
る
。
寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）
一
二
月

に
『
大
日
本
史
』
紀
伝
は
完
成
し
、
光
圀
廟
に
献
納
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
治

保
は
激
怒
し
た
。
そ
れ
は
た
だ
一
人
の
侍
読
と
し
て
二
人
の
中
を
取
り
持
っ

て
き
た
川
口
緑
野
で
す
ら
、
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
六
月
に
は
も
は
や
仲

介
の
役
は
で
き
な
い
と
、
翠
軒
に
通
告
す
る
ま
で
に
至
っ
た
。
そ
し
て
、

『
往
復
書
案
』
に
よ
る
と
、
こ
の
年
一
〇
月
九
日
の
書
簡
を
最
後
に
、
こ
の

問
題
は
取
上
げ
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

　
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
一
二
月
七
日
、
小
姓
頭
の
渡
辺
泰
が
突
然
、 

彰
考
館
惣
司
、
翠
軒
の
上
司
に
任
命
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
を
藩
政
府
は
、 

「
不
レ

遠
御
成
功
有
レ

之
候
□
被
レ

遊
度
思
召 

」
と
説
明
し
た
。
明
ら
か
に
治

保
は
翠
軒
に
任
せ
て
お
け
な
い
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
翠
軒
が
失
脚
し
た

理
由
は
、
翠
軒
が
『
大
日
本
史
』
紀
伝
を
た
し
か
に
完
成
で
き
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
、
と
認
め
ら
れ
る
。

　
つ
い
で
治
保
は
反
対
派
の
坦
室
と
幽
谷
を
登
用
し
た
。
坦
室
の
策
謀
と
い

う
よ
り
は
、
翠
軒
を
見
限
っ
た
治
保
の
当
然
の
措
置
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

か
く
し
て
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
一
月
一
六
日
に
、
志
表
編
纂
は
光
圀
の

意
志
と
認
め
ら
れ
て
、
幽
谷
に
は
志
表
編
纂
を
、
坦
室
に
は
そ
れ
に
と
も
な

う
紀
伝
の
校
正
が
命
じ
ら
れ
た
。
幽
谷
が
志
表
編
纂
を
命
じ
ら
れ
た
理
由

は
、「
嘗
て
聞
く
、
一
正
（
幽
谷
の
名
）、
汝
深
く
意
を
用
ひ
、
志
表
艸
稿
頗

（
　
）
６８候

（
　
）
６９候
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る
備
は
る 

」
で
あ
っ
た
。
幽
谷
た
ち
は
自
分
た
ち
に
任
せ
れ
ば
、
完
成
し

て
い
る
紀
伝
の
校
正
の
み
な
ら
ず
、
未
完
の
志
表
編
纂
も
短
期
的
に
容
易
に

で
き
る
と
言
上
し
た
に
違
い
な 

。

　
さ
ら
に
こ
の
月
、
坦
室
は
治
保
の
名
で
論
賛
刪
除
を
水
戸
の
同
僚
に
提
起

し
た
。
論
賛
刪
除
は
尊
王
絶
対
化
を
さ
ら
に
進
め
て
、
天
皇
を
道
徳
批
判
す

る
こ
と
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
書
名
更
改
も
再
議
す
る
よ
う
に

命
じ
た
。
名
分
論
を
強
調
し
て
尊
王
を
絶
対
化
す
る
幽
谷
た
ち
の
思
想
を
、

治
保
は
全
面
的
に
採
用
し
た
の
で
あ
る
。

　
実
績
を
否
定
さ
れ
た
う
え
に
、
た
だ
一
人
の
総
裁
で
あ
り
な
が
ら
、
実
務

の
面
で
も
部
下
の
下
風
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
翠
軒
は
、
二
月
四
日

に
隠
居
し
た
。
同
時
に
弟
子
の
幽
谷
と
は
、
も
は
や
修
復
不
可
能
な
ま
で
の

絶
交
状
態
に
陥
っ
た
。
幕
末
の
政
争
に
ま
で
至
る
、
立
原
・
藤
田
両
学
派
の

対
立
の
始
ま
り
で
あ
る
。

　
隠
居
し
た
翠
軒
は
当
然
、
無
役
で
あ
っ
た
が
、
合
力
五
人
扶
持
が
与
え
ら

れ
た
。
そ
し
て
、
同
調
し
て
彰
考
館
を
辞
し
た
桜
井
龍
淵
・
大
竹
雲
夢
と
と

も
に
、
こ
の
年
五
月
二
四
日
に
学
問
教
授
に
任
命
さ
れ
た
。
こ
れ
は
彰
考
館

の
藩
士
に
対
す
る
教
育
権
を
奪
う
措
置
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
学
問
教
授
と

い
っ
て
も
藩
校
が
建
設
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
ら
、
実
際
は
閑
職
で
あ
っ
た

に
違
い
な
い
。

　
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
一
一
月
、
水
戸
藩
は
『
大
日
本
史
』
紀
伝
二
六

巻
を
朝
廷
に
献
上
し
た
。
こ
れ
を
機
会
に
一
二
月
一
五
日
に
、
翠
軒
の
才
能

を
惜
し
ん
だ
総
裁
代
役
の
川
口
緑
野
は
、
翠
軒
の
再
登
用
を
藩
主 
治
紀 
に
進

は
る
と
し

言
し
た
。
し
か
し
、
幽
谷
と
の
和
解
が
困
難
な
の
で
、
家
康
以
来
の
事
蹟
を

編
纂
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ 

。
後
の
『
垂
統
大
記
』
で
あ
る
。
編
纂
の
命
は

文
化
八
年
閏
二
月
二
九
日
に
下
っ
た
。
こ
の
書
の
編
纂
に
、
翠
軒
は
楓
軒
ら

の
門
弟
を
結
集
し
た
。
藤
田
派
が
『
大
日
本
史
』
を
編
纂
し
て
尊
王
論
を
強

化
し
て
い
っ
た
の
に
対
し
て
、
立
原
派
は
『
垂
統
大
記
』
を
編
纂
し
て
、
佐

（
　
）
７０と

（
　
）
７１い

（
　
）
７２た

幕
論
を
強
め
た
と
も
指
摘
さ
れ 

。

　
翠
軒
は
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
一
月
、
息
子
の
杏
所
が
江
戸
御
前
小
姓

に
転
任
に
な
っ
た
の
で
、
一
家
あ
げ
て
江
戸
に
引
越
し 

。
翠
軒
は
『
垂
統

大
記
』
の
編
纂
を
、「
緒
ヲ
就
サ
ズ
、
予
（
楓
軒
の
こ
と
）
ヲ
引
テ
其
事
ニ
与

ラ
シ
メ
」
と
、
楓
軒
に
委
任
し 

。
そ
の
た
め
に
、
文
化
一
一
年
に
水
戸
に

帰
っ
て
五
〇
日
滞
在
し 

。
江
戸
で
翠
軒
は
関
連
史
料
の
収
集
に
努
め 

。

　
そ
の
後
、
翠
軒
は
江
戸
で
家
族
と
と
も
に
暮
ら
し
た
。
そ
し
て
、
当
時
の

人
と
し
て
は
長
命
な
八
〇
歳
ま
で
生
き
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
三
月
一

四
日
に
死
亡
し
た
。

四
．
学
風

　
翠
軒
は
水
戸
藩
の
学
問
を
中
興
さ
せ
た
人
と
し
て
、
高
く
評
価
さ
れ
て
い

る
。
翠
軒
の
学
問
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
改

め
て
確
認
し
よ
う
。

　
翠
軒
が
学
者
と
し
て
評
価
さ
れ
登
用
さ
れ
た
理
由
は
、「
文
章
書
法
、
一

時
に
超
絶
す
」
と
、
青
山
拙
斎
が
指
摘
し
て
い
る
の
を
前
節
に
み
た
。「
文

章
」
と
は
、
立
派
な
漢
詩
文
が
書
け
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
儒
教
、
学

問
に
通
達
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。「
書
法
」
と
は
書
道
に
優
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
が
、
よ
り
深
い
意
味
を
も
つ
。「
書
」
と
は
、
翠
軒
が
「
書
は

心
の
画
」「
心
正
し
け
れ
ば
、
す
な
は
ち
筆
正
し
」
と
い 

よ
う
に
、
人
格
の

高
潔
さ
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
翠
軒
が
、「
書
を
学
ぶ
は
、
な

お
道
を
学
ぶ
が
ご
と 

」
と
い
う
よ
う
に
、
学
問
と
同
じ
と
考
え
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　
翠
軒
は
学
者
と
し
て
評
価
さ
れ
た
。
そ
の
学
問
を
振
り
返
る
と
き
、
私
が

不
思
議
に
思
う
の
は
、
翠
軒
に
は
学
問
的
に
ま
と
ま
っ
た
著
作
が
な
い
点
で

あ
る
。
翠
軒
の
著
作
と
さ
れ
る
も
の
の
多
く
は
、「
著
述
其
筆
記
セ
ル
モ
ノ

（
　
）
７３る

（
　
）
７４た

（
　
）
７５た

（
　
）
７６た

（
　
）
７７た

（
　
）
７８う

（
　
）
７９し
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ハ
多
ク
ア
リ
シ
ヲ
、
遺
言
シ
テ
余
ヲ
シ
テ
校
正
セ
シ 

」
と
小
宮
山
楓
軒
が

伝
え
る
よ
う
に
、
楓
軒
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
多
く

は
楓
軒
の
補
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。

　
楓
軒
は
『
楓
軒
紀
談
』
に
一
九
種
の
翠
軒
の
書
を
編
纂
し
た
と
記
し
て
い

る
。
そ
の
主
な
も
の
を
み
る
と
、『
操
觚
余
言
』
は
用
語
の
出
典
な
ど
を
記

し
た
も
の
で
、
楓
軒
は
少
年
の
と
き
の
「
備
忘
」
と
記
し
て
い 

。
佐
竹
系

譜
・
大
掾
系
譜
・
江
戸
系
譜
は
、
の
ち
に
楓
軒
の
よ
っ
て
『
常
陸
三
家
譜
』

に
ま
と
め
ら
れ
た
。
な
お
翠
軒
は
『
譜
学
』
を
好
ん 

。『
水
戸
歳
時
記
』
は

水
戸
の
年
中
行
事
を
記
し
た
小
冊
子
で
あ 

。『
郷
党
遺
聞
』
は
初
期
の
水

戸
藩
に
関
す
る
逸
話
集
で
あ 

。『
楢
林
雑
話
』
は
、
長
崎
の
訳
官
楢
林
通

が
寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）
に
、
水
戸
に
バ
ッ
テ
イ
ラ
の
指
導
に
来
た
と

き
に
接
待
し
て
、
聞
き
書
き
し
た
も
の
で
あ 

。『
海
防
集
説
』
は
寛
政
元

年
以
来
、
蝦
夷
に
関
す
る
情
報
を
集
め
た
も
の
で
あ 

。『
西
山
遺
聞
』
は
、

光
圀
に
関
す
る
伝
承
を
集
め
た
も
の
で
あ 

。
そ
し
て
翠
軒
の
詩
文
集
で
あ

る
、『
此
君
堂
文
集
』
と
『
此
君
堂
詩
集
』
が
あ
る
。

　
こ
の
ほ
か
に
楓
軒
の
編
纂
に
な
る
も
の
に
、『
臨
地
談
』
が
あ
る
。
こ
れ

は
臨
地
、
す
な
わ
ち
書
道
に
関
す
る
諸
説
を
集
め
た
も
の
で
あ 

。
楓
軒
の

手
を
へ
て
い
な
い
も
の
と
し
て
は
、
翠
軒
は
新
井
白
石
を
尊
敬
し
て
積
極
的

に
史
料
を
収
集
し
た
。
そ
の
成
果
と
し
て
、
安
積
澹
泊
と
白
石
の
往
復
書
簡

集
『
新
安
手
簡
』
や
、『
白
石
遺
文
』『
白
石
手
簡
』
が
あ 

。

　
以
上
が
翠
軒
の
主
な
著
作
で
あ
る
。
そ
こ
で
い
え
る
こ
と
は
、
あ
る
テ
ー

マ
に
従
っ
て
史
料
を
広
汎
に
集
め
る
が
、
そ
れ
を
分
析
し
て
論
述
し
た
も
の

は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
楓
軒
は
「
常
ニ
世
ノ
人
、
著

述
ヲ
以
テ
名
ヲ
釣
ル
事
ヲ
悪
マ
レ 

」
と
伝
え
る
。
も
し
楓
軒
の
努
力
が
な

か
っ
た
と
し
た
ら
、
右
の
翠
軒
の
書
は
、
み
な
烏
有
に
帰
し
て
い
た
で
あ
ろ

う
。

　
な
ぜ
翠
軒
は
著
作
を
嫌
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
翠
軒
は
友
人
の
久
保 
盅
斎 

ち
ゅ
う
さ
い

（
　
）
８０ム

（
　
）
８１る

（
　
）
８２だ

（
　
）
８３る

（
　
）
８４る

（
　
）
８５る

（
　
）
８６る

（
　
）
８７る

（
　
）
８８る

（
　
）
８９る

（
　
）
９０シ

の
遺
稿
を
編
纂
し
て
、
そ
の
量
の
少
な
さ
を
説
明
し
て
、
次
の
よ
う
に
楓
軒

と
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い 

。

近
年
書
生
の
業
、
必
ず
詩
文
を
以
て
梨
棗
に
上
せ
、
多
く
は
或
は
二
編

三
編
に
至
る
。
徒
に
名
高
き
を
釣
り
、
実
用
に
益
な
し
。
予
、
す
で
に

こ
れ
を
悪
む
。

　
続
け
て
、
し
か
し
「
文
筆
本
業
」
と
す
る
も
の
は
、
詩
文
を
作
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
だ
が
「
醜
を
遺
さ
ず
」、
駄
作
は
捨
て
る
。
こ
れ
が
「
素
志
」

で
あ
る
。
だ
か
ら
盅
斎
も
「
そ
の
稿
を
留
め
ず
」、
駄
作
は
廃
棄
し
た
の
だ

と
。
遺
稿
集
を
作
る
の
も
、「
も
と
よ
り
先
生
の
意
に
あ
ら
ず
」
と
述
べ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
つ
ま
ら
な
い
著
作
は
残
す
べ
き
で
な
い
と
考
え
て
い
た

の
で
あ
る
。
同
時
に
よ
り
注
目
す
べ
き
こ
と
を
、
続
け
て
述
べ
る
。

先
生
は
一
橋
公
に
仕
へ
、
譜
系
の
撰
・
立
官
の
議
あ
り
。
公
命
の
撰
す

る
所
の
編
著
、
緒
に
就
く
。
時
に
そ
の
余
論
を
聞
き
、
常
に
そ
の
精
確

に
服
す
。
み
な
官
府
に
蔵
め
、
人
間
に
伝
へ
ず
と
云
ふ
。

　
個
人
的
な
著
作
に
意
を
用
い
な
か
っ
た
盅
斎
で
あ
っ
た
が
、
公
命
に
よ
る

編
纂
書
は
公
開
さ
れ
て
い
な
い
が
数
多
く
あ
り
、
そ
の
見
識
は
高
か
っ
た

と
、
讃
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
翠
軒
は
、
個
人
的
な
名
声
に
走
る
の
で
は
な

く
、
公
職
に
い
る
学
者
は
公
的
な
職
務
に
専
念
す
べ
き
で
あ
る
、
と
考
え
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
盅
斎
が
一
橋
家
の
編
纂
事
業
に
専
念
し
た
よ
う

に
、
翠
軒
は
『
大
日
本
史
』
に
専
念
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
た
だ
し
、
翠
軒
の
学
問
に
と
っ
て
、
公
的
と
は
も
っ
と
広
い
意
味
が
あ
っ

た
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
徂
徠
学
を
学
ん
だ
翠
軒
は
、

政
治
に
意
欲
を
も
っ
て
い
た
点
で
あ
る
。
学
問
は
政
治
、
支
配
に
有
効
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歴
史
は
そ
の
一
環
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
右
に
み
た

翠
軒
の
著
作
に
は
、
一
見
、
歴
史
・
学
問
・
政
治
に
関
係
な
い
と
思
わ
れ
る

も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、『
水
戸
歳
時
記
』
や
『
郷
党
遺
聞
』
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
も
風
教
に
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

（
　
）
９１る
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翠
軒
の
学
問
は
、『
大
日
本
史
』
に
集
中
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
は
、

私
的
な
学
問
的
成
果
を
誇
る
べ
き
で
な
い
、
む
し
ろ
排
除
す
べ
き
だ
と
翠
軒

は
考
え
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
翠
軒
は
「
古
書
古
物
」（
譜
学
や
書
道
も
含
ま

れ
る
）
を
好
み
、
積
極
的
に
写
し
に
行
っ 

。
し
か
も
、
古
物
の
知
識
は
非

常
に
優
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）
八

月
、
翠
軒
は
支
藩
府
中
藩
主
松
平
頼
説
に
、
新
た
に
出
土
し
た
国
分
尼
寺
の

瓦
の
鑑
定
を
依
頼
さ
れ
た
。
そ
れ
に
次
の
よ
う
に
答
え 

。

府
中
尼
寺
瓦
見
出
候
も
十
年
余
ニ
も
成
可
レ

申
候
。
府
中
国
分
寺
の

旁
、
尼
寺
原
と
申
地
よ
り
出
申
候
。
瓦
質
赤
色
ニ
て
火
炎
に
罹
候
物
も

御
座
候
哉
と
、
右
之
様
成
物
に
御
座
候
。
土
質
脆
弱
、
研
材
な
と
ニ
も

相
成
不
レ

申
候
。
長
者
瓦
ニ
も
劣
り
申
候
様
ニ
奉
レ

存
候
。
す
へ
て
世

に
国
分
寺
瓦
と
申
物
必
し
も
、
天
平
之
初
之
物
計
ニ
ハ
不
レ

可
レ

有
レ

之

候
。
天
平
之
後
、
何
ほ
と
か
寺
燼
改
造
も
可
レ

有
レ

之
候
て
、
其
時
々

の
瓦
も
雑
り
可
レ

有
レ

之
候
。
羅
生
門
瓦
と
て
も
同
日
之
談
ニ
御
座
候
。

大
内
裏
ハ
桓
武
之
時
立
候
へ
共
、
其
後
改
造
も
有
レ

之
、
其
時
々
の
土

瓦
雑
り
存
し
候
半
と
見
へ
候
ヘ
ハ
、
是
又
必
し
も
桓
武
之
時
の
物
計
と

も
有
レ

之
へ
か
ら
す
候
。

　
翠
軒
は
府
中
の
既
出
の
古
瓦
と
正
確
に
比
較
で
き
た
の
み
で
な
く
、
京
都

の
大
内
裏
の
古
瓦
も
観
察
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
翠
軒
は
な
ぜ
、

古
物
を
好
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
、
翠
軒
が
主
催
し
た
古
書
古

物
の
会
、
好
古
文
会
の
趣
意
書
に
、「
以
て
博
物
に
資 

」
と
述
べ
て
い
る

よ
う
に
、
歴
史
の
資
料
と
の
認
識
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
な
ら
ば
、
な
ぜ
翠
軒
は
古
書
・
古
物
に
関
す
る
論
文
を
書
か
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
調
査
報
告
書
は
今
日
、
立
派
な
学
術
上
の
業
績
で
あ

る
。
し
か
し
、
右
に
み
た
よ
う
に
、
当
時
は
学
問
的
業
績
と
い
え
ば
、
ま
ず

は
詩
文
で
あ
っ
た
。
翠
軒
も
そ
れ
を
積
極
的
に
学
問
と
は
と
ら
え
ず
に
、
趣

味
の
範
囲
に
と
ど
め
た
の
で
あ
る
。
好
古
文
会
の
趣
意
書
は
、「
永
く
以
て

（
　
）
９２た

（
　
）
９３た

（
　
）
９４す

好
と
な 

」
と
謳
っ
て
い
る
。

　
そ
れ
な
ら
ば
、
な
ぜ
翠
軒
は
史
論
を
書
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
大
日
本
史
』
の
抱
え
る
諸
問
題
の
論
点
を
提
示
し
て
、
広
く
意
見
を
聞
く

こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
翠
軒
は
、「
常
々
物
を
秘
し
候
事
無
レ

之
、
世
に
秘

る
と
は
あ
る
ま
し
き
事
と
御
申 

」
と
述
べ
た
と
い
う
。
こ
の
点
は
盅
斎
に

み
た
よ
う
に
、
公
が
優
先
さ
れ
た
結
果
と
み
な
せ
る
。
彰
考
館
で
も
こ
の
点

は
厳
し
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
こ
ろ
の
こ
と
で
あ

る
が
、
青
山
拙
斎
が
『
皇
朝
史
略
』
を
公
刊
し
よ
う
と
し
た
と
き
に
問
題
に

さ
れ
た
の
は
、『
大
日
本
史
』
の
成
果
を
私
的
に
利
用
す
る
と
い
う
点
で

あ
っ 

。

　
翠
軒
は
私
的
業
績
を
顧
み
る
こ
と
な
く
、
公
的
任
務
で
あ
る
『
大
日
本

史
』
編
纂
に
取
組
み
、
ま
た
支
配
に
有
用
な
学
問
を
心
が
け
た
。
そ
の
方
法

は
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
の
「
鈴
木
総
裁
に
与
へ
る
書
」
に
み
た
よ
う
に
、

「
広
聞
博
交
索
隠
探
頤
」
で
あ
り
、
史
資
料
を
博
捜
す
る
の
が
基
礎
で
あ
る
。

翠
軒
の
著
作
は
ほ
と
ん
ど
み
な
、
博
捜
の
成
果
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
翠
軒

は
、
伝
え
ら
れ
る
以
上
に
多
く
の
分
野
に
わ
た
っ
て
史
資
料
を
集
め
、
多
大

の
記
録
を
残
し
た
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
公
的
仕
事
で
あ
る
『
大
日
本
史
』
は
、

分
野
別
の
通
史
で
あ
る
志
の
編
纂
が
目
指
さ
れ
た
か
ら
、
翠
軒
は
あ
り
と
あ

ら
ゆ
る
分
野
に
ア
ン
テ
ナ
を
張
っ
て
、
史
資
料
を
収
集
し
て
い
た
に
違
い
な

い
。

　
そ
う
し
た
翠
軒
は
、
ど
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
学
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
学
者
と
し
て
の
翠
軒
の
資
質
・
力
量
を
端
的
に
示
す
の
が
、
寛
政
元
年

（
一
八
七
九
）
に
廃
志
を
提
案
し
た
と
き
の
趣
意
書
で
あ
る
。
こ
の
趣
意
書

は
閏
六
月
二
九
日
付
の
鈴
木
富
田
両
総
裁
宛
書
簡
に
同
封
さ
れ
た
。
翠
軒
が

治
保
に
御
目
見
を
し
て
言
上
し
た
の
は
六
月
一
九
日
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の

書
を
執
筆
す
る
た
め
に
は
一
月
以
上
も
、
十
分
に
考
察
す
る
時
間
が
あ
っ

 

。
（
　
）
９５す

（
　
）
９６候

（
　
）
９７た

（
　
）
９８た

  吉田俊純：立原翠軒小伝

（１４ ）―　１９３　―



　
趣
意
書
を
読
ん
で
何
よ
り
も
驚
か
さ
れ
る
の
は
、
廃
志
を
提
案
し
た
趣
意

書
な
の
に
、
光
圀
の
志
の
編
纂
方
針
を
ま
っ
た
く
考
察
し
て
い
な
い
点
で
あ

る
。
翠
軒
は
一
五
志
全
部
を
完
成
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
強
調
し
た
が
、

光
圀
の
案
は
一
〇
志
で
あ
っ
た
。
一
〇
志
と
は
何
か
、
な
ぜ
一
〇
志
な
の
か

を
考
え
な
い
の
で
あ
る
。
一
〇
志
の
記
憶
が
彰
考
館
に
蘇
っ
た
の
は
、
光
圀

に
西
山
荘
に
仕
え
た
三
木
左
大
夫
が
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
に
問
合
せ
て

き
た
か
ら
で
あ
る
。
一
〇
志
の
目
録
は
失
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
正

徳
三
年
（
一
七
一
三
）
に
志
の
下
問
が
あ
っ
て
以
後
、
安
積
澹
泊
ら
に
よ
っ

て
一
二
、
三
志
と
決
め
ら
れ
、
し
か
も
順
次
一
五
志
に
増
大
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
一
五
で
あ
る
論
拠
は
薄
弱
で
あ
る
。

　
そ
の
う
え
、
翠
軒
は
志
と
は
何
か
を
考
え
て
、
光
圀
の
編
纂
事
業
全
体
の

構
想
を
考
え
は
し
な
か
っ
た
。
紀
伝
体
と
は
孔
子
の
六
経
に
基
づ
く
。
紀
伝

は
『
春
秋
』
に
基
づ
き
、
志
類
は
ほ
か
の
五
経
に
基
づ
く
。
た
だ
し
、
ほ
か

の
項
目
も
立
て
ら
れ
る
。
こ
の
前
提
に
立
つ
と
き
、
司
馬
遷
の
『
史
記
』
に

基
づ
く
光
圀
の
編
纂
事
業
と
の
理
解
は
揺
ら
ぐ
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
光
圀
の
主

要
な
ほ
か
の
編
纂
書
を
六
経
な
ら
び
に
志
類
と
対
照
さ
せ
る
と
、『
礼
儀
類

典
』
は
『
礼
記
』・「
礼
儀
志
」、『
神
道
集
成
』
は
『
書
経
』・「
神
祇
志
」、

『
扶
桑
拾
葉
集
』
は
「
芸
文
志
」、『
古
事
記
』
六
国
史
な
ど
の
水
戸
本
は
「
経

籍
志
」、『
釈
万
葉
集
』
は
『
詩
経
』・「
経
籍
志
」
の
一
環
、『
常
陸
国
誌
』

は
「
地
理
志
」
の
一
部
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、

光
圀
の
編
纂
事
業
は
、
通
常
い
わ
れ
る
よ
う
に
司
馬
遷
を
モ
デ
ル
と
し
た
の

で
は
な
く
、
孔
子
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
光
圀
に
と
っ
て
志
と
は
何
か
を
考
え
な
か
っ
た
翠
軒
は
、
論
理
的
に
思
考

す
る
タ
イ
プ
の
学
者
で
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
う
え
、
翠
軒
は
史

料
を
誤
読
し
た
。
そ
の
た
め
に
光
圀
の
意
志
は
紀
伝
の
み
で
あ
っ
た
と
い

う
、
も
っ
と
も
重
要
な
論
点
は
実
証
性
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　
そ
れ
は
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
に
彰
考
館
の
増
員
要
求
が
綱
條
に
認
め

ら
れ
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
。
五
月
六
日
の
佐
々
書
簡
に
は
、
年
老
い
た
光

圀
は
『
大
日
本
史
』
紀
伝
を
「
全
書
」
と
表
現
し
て
、
生
前
に
見
た
い
と
述

べ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
光
圀
に
と
っ

て
『
大
日
本
史
』
と
は
紀
伝
で
あ
っ
た
と
、
十
分
解
釈
で
き
る
文
面
で
あ
る
。

し
か
し
、
翠
軒
は
こ
れ
を
引
用
せ
ず
に
、
六
月
一
七
日
の
佐
々
書
簡
の
増
員

要
求
が
認
め
ら
れ
て
、
光
圀
が
喜
ん
だ
部
分
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
れ
で

は
、
お
よ
そ
紀
伝
の
み
を
対
象
と
し
て
い
た
と
論
証
し
た
と
は
い
え
な
い
。

　
さ
ら
に
翠
軒
は
続
け
て
、
志
編
纂
が
正
式
に
命
じ
ら
れ
た
の
は
光
圀
の
時

代
で
は
な
く
、
享
保
一
二
年
（
一
七
二
七
）
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
こ
れ
は

享
保
元
年
の
明
白
な
誤
り
で
あ
る
。
こ
の
誤
り
を
犯
し
た
理
由
は
、『
樸
斎

筆
記
』
を
誤
読
し
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
推
進
し
成
功
さ
せ
た

当
時
の
酒
泉
・
佐
治
の
二
総
裁
は
、
と
も
に
享
保
三
年
に
死
亡
し
た
事
実
か

ら
み
て
も
、
単
純
な
誤
読
で
あ
っ
た
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
右
の
事
実
は
、
翠
軒
は
論
理
的
に
思
考
す
る
学
者
で
な
か
っ
た
こ
と
、
十

分
な
史
料
批
判
の
で
き
る
歴
史
家
で
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
な

ぜ
翠
軒
は
論
理
的
な
思
考
の
で
き
な
い
、
実
証
性
に
乏
し
い
学
者
に
な
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
歴
史
学
者
の
陥
り
が
ち
な
弊
害
に
翠

軒
も
陥
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
史
料
の
大
海
に
溺
れ
て
、
実

証
性
的
に
そ
れ
ら
を
関
連
付
け
て
、
総
合
的
に
論
理
的
に
考
察
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
、
と
い
う
弊
害
で
あ
る
。

　
翠
軒
が
論
理
的
に
優
れ
た
人
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
翠
軒
の
折
衷
的
な
学

問
態
度
「
経
説
ハ
古
人
既
ニ
尽
セ
り
、
今
の
人
は
択
ら
ひ
取
て
足
れ 

」
と
、

相
応
し
て
い
る
。
み
ず
か
ら
思
考
し
て
、
原
理
を
論
理
的
に
探
求
す
る
こ
と

を
放
棄
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
著
作
に
消
極
的
だ
っ
た
の
も
、
一
面
で
は

同
じ
理
由
か
ら
と
い
え
る
。
学
問
と
は
思
索
で
あ
る
と
は
、
考
え
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

　
翠
軒
が
『
大
日
本
史
』
紀
伝
を
ま
と
め
切
れ
な
か
っ
た
理
由
も
、
右
の
点

（
　
）
９９り
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を
無
視
し
て
は
語
れ
な
い
。
翠
軒
は
詩
文
・
書
画
・
古
物
に
優
れ
た
人
で

あ
っ
た
。
我
々
の
眼
か
ら
す
れ
ば
、
翠
軒
は
学
者
と
い
う
よ
り
は
、
文
人
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

注

（
１
） 

翠
軒
の
伝
記
と
し
て
は
、
前
田
香
径
『
立
原
翠
軒
』（
発
行
者
立
原
善
重
、
一

九
六
四
年
）
が
あ
る
。
ま
た
管
見
の
か
ぎ
り
、
水
戸
学
の
研
究
書
で
翠
軒
を
分

析
し
た
も
の
は
、
吉
田
一
徳
『
大
日
本
史
紀
伝
志
表
撰
者
考
』（
風
間
書
店
、
一

九
六
五
年
）
の
み
で
あ
る
。

（
２
） 

文
化
八
年
「
故
将
監
立
原
君
曁
配
妙
閑
婦
人
之
墓
」『
此
君
堂
文
集
』
巻
三
、

茨
城
県
立
歴
史
館
所
蔵
（
和
５
─
　
─
２
）。
翠
軒
は
『
親
族
系
譜
』
を
著
し
て

３１

い
る
（
小
宮
山
楓
軒
『
楓
軒
紀
談
』
十
五
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
、
茨
城
県
立

歴
史
館
写
真
版
）。
な
お
岡
崎
稲
里
『
立
原
翠
軒
伝
資
料
』
１
、
茨
城
県
立
歴
史

館
所
蔵
（
ｋ
　
─
　
─
１
）
参
照
。

２８９

１６

（
３
） 
『
水
府
系
纂
』、
彰
考
館
所
蔵
、
茨
城
県
立
歴
史
館
写
真
版
。
な
お
以
後
、
水

戸
藩
士
の
履
歴
に
関
し
て
は
、
と
く
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り
、『
水
府
系
纂
』
に
よ

る
。

（
４
） 
「
先
考
蘭
渓
君
碑
陰
」『
此
君
堂
文
集
』
巻
三
、
茨
城
県
立
歴
史
館
所
蔵
（
和 

５
─
　
─
１
）。

３１

（
５
） 
『
水
府
系
纂
』
に
よ
る
と
、
こ
の
と
き
蘭
渓
は
一
〇
〇
石
を
返
納
し
、
切
符
を

給
さ
れ
た
。
そ
の
高
は
『
史
林
年
表
』（
東
京
大
学
図
書
館
所
蔵
、
茨
城
県
立
歴

史
館
写
真
版
）
に
よ
れ
ば
、「
十
石
四
人
月
俸
」
で
あ
る
。
両
者
の
多
寡
を
比
較

で
き
な
い
が
、
減
俸
に
な
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

（
６
） 

な
お
蘭
渓
の
明
和
七
年
の
「
訴
書
」（
吉
田
一
徳
前
掲
書
、
五
八
二
頁
）
参
照
。

（
７
） 
（
４
）
と
同
じ

（
８
） 

岡
崎
前
掲
書
１
。
吉
田
一
徳
前
掲
書
、
五
八
六
頁
。

（
９
） 

寛
政
八
年
「
先
妣
立
原
氏
碑
陰
」『
此
君
堂
文
集
』
巻
三
。

（
　
）（
　
）　（
４
）
と
同
じ
。

１０

１１

（
　
） 

青
山
拙
斎
『
文
苑
遺
談
』
七
五
頁
（『
日
本
儒
林
叢
書
』
第
三
巻
、
鳳
出
版
、

１２
一
九
七
一
年
）
な
ど
。

（
　
） 

青
山
拙
斎
『
文
苑
遺
談
続
集
』
五
頁
、
同
右
書
所
収
。

１３
（
　
）（
　
）　
小
宮
山
楓
軒
『
翠
軒
先
生
遺
事
』、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
、
茨
城
県
立

１４

１５歴
史
館
写
真
版
。

（
　
） 
『
文
苑
遺
談
』
八
一
頁
。
谷
田
部
東
壑
「
呈
白
泉
先
生
」『
東
壑
文
稿
』、
岡
崎

１６
前
掲
書
　
所
収
。

１４

（
　
） 

な
お
白
泉
は
安
積
澹
泊
の
門
人
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
。
高
須
芳
次
郎

１７
『
水
戸
学
徒
列
伝
』
三
二
二
頁
、
誠
文
堂
新
光
社
、
一
九
四
一
年
）。

（
　
） 

石
川
慎
斎
『
水
戸
紀
年
』『
茨
城
県
史
料
近
世
政
治
編
Ⅰ
』
五
四
〇
頁
、
茨
城

１８
県
、
一
九
七
〇
年
。

（
　
） 

東
壑
は
明
和
八
年
の
「
呈
白
泉
先
生
」（
東
壑
文
稿
）
で
は
「
在
外
十
七
年
」

１９
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
彼
の
水
戸
退
去
は
宝
暦
四
年
と
認
め
ら
れ

る
。
宝
暦
二
年
に
二
〇
歳
で
あ
っ
た
東
壑
は
こ
の
間
に
水
戸
の
童
師
所
と
い
う

寺
子
屋
で
教
え
、
ま
た
吉
田
本
節
の
下
で
医
術
を
学
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
る
（「
谷

田
部
東
壑
」
岡
崎
前
掲
書
　
所
収
）。
た
だ
し
、
次
に
説
く
よ
う
に
田
中
江
南
が

１２

水
戸
に
い
た
こ
ろ
は
、
水
戸
か
近
在
に
住
ん
で
い
た
。

（
　
） 

谷
田
部
東
壑
「
祭
江
南
先
生
文
」『
東
壑
文
稿
』。

２０
（
　
） 

東
壑
は
吉
益
東
洞
に
古
医
方
を
学
ん
だ
。
そ
の
時
期
は
翠
軒
や
拙
斎
の
記
述

２１
で
は
、
江
南
と
出
会
う
以
前
の
よ
う
に
も
読
め
る
。
そ
の
た
め
に
『
水
戸
市
史
』

中
巻
㈡
（
水
戸
市
役
所
、
一
九
六
九
年
）
で
は
、「
古
医
方
の
学
説
と
儒
学
に
お

け
る
古
学
の
説
と
は
類
似
し
た
点
が
あ
る
の
で
、
江
南
に
接
す
る
と
直
ち
に
そ

の
古
学
の
説
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
、
記
し
て
い
る
。

し
か
し
、
東
壑
が
東
洞
の
門
下
に
な
っ
た
の
は
明
和
五
年
こ
ろ
と
推
定
さ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
明
和
八
年
に
東
壑
は
彰
考
館
傭
に
採
用
さ
れ
る
が
、
そ
の
と
き

恩
師
で
総
裁
で
あ
っ
た
鈴
木
白
泉
宛
の
礼
状
に
「
客
歳
、
京
よ
り
還
る
」（「
呈
白
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泉
先
生
」『
東
壑
文
稿
』）
と
書
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
　
） 
「
谷
田
部
大
翁
八
十
寿
序
」『
此
君
堂
文
集
』
巻
一
。

２２
（
　
） 

岡
沢
慶
三
郎
「
田
中
江
南
の
墓
碑
発
見
と
其
事
蹟
に
就
い
て
」、
前
田
前
掲
書

２３
所
収
。

（
　
） 
「
東
壑
先
生
谷
田
部
君
墓
碑
銘
」『
此
君
堂
文
集
』
巻
三
。

２４
（
　
） 
（
　
）
と
同
じ
。

２５

２０

（
　
） 
『
文
苑
遺
談
続
集
』
一
頁
。

２６
（
　
） 
『
文
苑
遺
談
』
八
一
頁
。

２７
（
　
）（
　
）（
　
）　（
　
）
と
同
じ
。

２８

２９

３０

２０

（
　
） 

な
お
『
徂
徠
集
』
に
「
送
岡
仲
錫
徙
常
序
」
が
あ
る
。『
荻
生
徂
徠
』
四
九
三

３１
～
四
九
五
頁
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
。『
徂
徠
集
』
一
一
三
～
一
一
四
頁
、

ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
五
年
。

（
　
） 

長
久
保
赤
水
「
与
立
原
蘭
渓
」、
岡
崎
前
掲
書
　
所
収
。

３２

１５

（
　
） 
『
文
苑
遺
談
』
七
六
～
七
七
頁
。

３３
（
　
） 
（
　
）
と
同
じ
。

３４

３２

（
　
） 

吉
田
一
徳
は
明
和
六
年
一
二
月
か
ら
と
す
る
。
こ
れ
は
『
往
復
書
案
』
の
伝
え

３５
る
一
九
歳
の
藩
主
治
保
の
「
学
問
之
儀
、
義
公
様
被
遊
候
通
」「
た
と
へ
才
力
す

ぐ
れ
候
共
、
近
来
之
徂
徠
派
抔
の
様
に
学
問
ハ
可
惜
被
思
召
候
」
と
の
発
言
を

論
拠
に
し
て
い
る
が
、
そ
う
い
わ
し
め
た
も
の
、
な
ら
び
に
そ
れ
以
前
の
経
過

は
な
ん
ら
考
察
さ
れ
て
い
な
い
。
同
氏
前
掲
書
、
五
九
二
頁
。

（
　
） 

吉
田
一
徳
前
掲
書
、
五
九
四
頁
。

３６
（
　
） 
（
４
）
と
同
じ
。

３７
（
　
） 
（
　
）
と
同
じ
。
細
井
平
洲
に
入
門
の
動
機
が
中
国
語
の
学
習
に
あ
っ
た
こ
と

３８

１４
は
、
翠
軒
も
「
予
弱
冠
、
始
め
て
江
戸
に
入
り
、
呉
音
を
平
洲
先
生
に
学
ぶ
」

（「
蘭
室
詩
集
跋
」『
此
君
堂
文
集
』
巻
二
）
と
明
言
し
て
い
る
。

（
　
） 
「
復
古
社
詩
序
」『
此
君
堂
文
集
』
巻
一
。

３９
（
　
）（
　
）　（
　
）
と
同
じ
。

４０

４１

１４

（
　
） 
「
与
鈴
木
総
裁
書
」『
此
君
堂
文
集
』
巻
四
。

４２
（
　
） 

水
戸
学
と
仁
斎
学
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
水
戸
学
と
伊
藤
仁
斎
」（『
茨
城
の
思

４３
想
研
究
』
８
所
収
、
二
〇
〇
八
年
）
を
参
照
。
な
お
翠
軒
は
原
理
論
的
に
も
活
物

説
を
採
用
し
て
い
る
（「
書
三
変
伝
後
」『
此
君
堂
文
集
』
巻
二
）。
ま
た
道
徳
論

と
し
て
も
、「
教
は
孝
弟
忠
信
を
以
て
す
」（「
書
潭
斎
誡
語
首
」『
此
君
堂
文
集
』

巻
二
）
と
仁
斎
説
を
取
入
れ
て
い
る
。

（
　
） 
「
南
汀
先
生
哀
辞
」『
此
君
堂
文
集
』
巻
四
。

４４
（
　
） 
「
答
菊
池
平
八
」『
此
君
堂
文
集
』
巻
四
。

４５
（
　
） 
『
史
林
年
表
』。

４６
（
　
） 
（
　
）
と
同
じ
。
ま
た
『
楓
軒
紀
談
』
十
五
。

４７

１４

（
　
） 
『
文
苑
遺
談
続
集
』
二
頁
。

４８
（
　
） 

天
明
九
年
「
復
西
村
君
淵
」『
此
君
堂
文
集
』
巻
四
。

４９
（
　
） 
『
文
苑
遺
談
続
集
』
四
頁
。

５０
（
　
） 
（
　
）
と
同
じ
。

５１

４７

（
　
） 

藤
田
幽
谷
は
「
特
命
、
編
修
の
事
を
専
管
す
」（『
修
史
始
末
』『
幽
谷
全
集
』

５２
一
一
五
頁
、
発
行
者
吉
田
弥
平
、
一
九
三
五
年
）
と
記
し
て
い
る
が
、
小
宮
山

楓
軒
は
「
惣
裁
三
人
ニ
成
り
、
一
同
和
熟
、
日
本
史
成
就
候
様
、
文
公
様
よ
り

御
直
書
被
下
候
」（『
翠
軒
先
生
遺
事
』）
と
伝
え
る
。
ま
た
青
山
拙
斎
は
、「
二
総

裁
は
そ
の
職
に
在
り
と
雖
も
、
そ
の
事
に
預
か
ら
ず
。
碌
碌
員
に
備
は
る
こ
と

贅
旈
の
ご
と
し
」（『
文
苑
遺
談
続
集
』
四
～
五
頁
）
と
述
べ
る
。
こ
の
違
い
は
次

の
よ
う
に
解
せ
ら
れ
る
。
寛
政
初
年
の
『
往
復
書
案
』
を
み
る
と
、
二
総
裁
は
そ

れ
な
り
に
関
与
し
て
い
る
が
、
翠
軒
が
中
心
的
地
位
に
い
た
こ
と
は
十
分
認
め

ら
れ
る
（
拙
稿
「
立
原
翠
軒
の
廃
志
提
案
」『
茨
城
の
思
想
研
究
』
７
、
二
〇
〇

七
年
）。
し
た
が
っ
て
、
公
式
に
は
三
総
裁
の
協
力
が
求
め
ら
れ
た
が
、
内
実
は

実
力
の
あ
る
翠
軒
が
中
心
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
治
保
も
そ
れ
を
認
め
て
い

た
の
で
あ
る
。
な
お
本
節
は
右
の
拙
稿
の
ほ
か
に
、（
　
）
の
拙
稿
と
拙
稿
「
立

４３

原
翠
軒
の
上
洛
と
藤
田
幽
谷
の
書
名
更
改
」（『
耕
人
』
第
　
号
、
二
〇
〇
九
年
）、

１５
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拙
稿
「
藤
田
幽
谷
の
思
想
的
展
開
」「『
筑
波
学
院
大
学
紀
要
』
第
４
集
、
二
〇
〇

九
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。
以
下
、
こ
れ
ら
に
記
さ
れ
た
分
は
、
直
接
史
料
を
引

用
し
た
以
外
は
、
注
記
を
省
略
す
る
。

（
　
） 
（
　
）
と
同
じ
。

５３

１４

（
　
） 

菊
池
謙
二
郎
「
松
平
定
信
入
閣
事
情
」『
史
学
雑
誌
』
第
　
篇
第
壱
号
、
一
九

５４

２６

一
五
年
。

（
　
） 

小
宮
山
楓
軒
は
、『
翠
軒
先
生
遺
事
』
に
北
夷
と
一
向
宗
は
あ
げ
た
が
、「
今

５５
一
ツ
ハ
不
相
知
候
」
と
記
し
て
い
る
。『
楓
軒
紀
談
』
で
も
右
の
二
つ
を
あ
げ
て
、

「
三
ハ
予
モ
コ
レ
ヲ
聞
カ
サ
リ
シ
ナ
リ
」
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
文
化
八
年

「
川
口
緑
野
宛
翠
軒
書
簡
」（『
翠
軒
先
生
手
簡
』
上
（
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
、
茨
城

県
立
歴
史
館
写
真
版
）
に
よ
る
と
、
翠
軒
は
こ
の
件
を
回
顧
し
て
、「
第
一
申
上

度
事
御
座
候
。
御
世
代
り
ニ
付
、
鮮
聘
可
有
之
」
と
述
べ
て
、
藩
主
を
動
か
し

て
、
對
馬
で
の
応
接
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
ま
た

『
此
君
堂
文
集
』
巻
二
の
「
題
対
礼
余
藻
後
」
で
は
、
よ
り
簡
略
に
こ
の
こ
と
を

記
し
、
文
化
八
年
に
対
馬
で
応
対
し
た
こ
と
を
喜
ん
で
い
る
。『
此
君
堂
文
集
』

は
楓
軒
が
編
修
し
た
も
の
で
あ
る
（『
楓
軒
紀
談
』
十
五
）。
な
ぜ
楓
軒
が
朝
鮮
使

の
件
を
知
ら
な
い
と
記
し
た
か
、
疑
問
で
あ
る
。

（
　
） 

寛
政
元
年
『
往
復
書
案
』、
茨
城
県
立
歴
史
館
所
蔵
（
和
７
─
　
─
１
）。

５６

３３

（
　
） 

寛
政
九
年
『
往
復
書
案
』（
和
７
─
　
─
　
）。

５７

３３

３０

（
　
） 

藤
田
幽
谷
「
宍
戸
侯
御
内
書
愚
按
之
趣
書
付
相
伺
候
」『
幽
谷
全
集
』
七
〇
六

５８
頁
。

（
　
）（
　
）　
天
明
六
年
「
鈴
木
富
田
総
裁
宛
翠
軒
書
簡
」、
岡
崎
槐
陰
『
修
史
復
古
紀

５９

６０略
』
一
一
～
一
二
頁
、『
大
日
本
史
』
後
付
及
索
引
、
義
公
生
誕
三
百
年
記
念
会
、

一
九
二
七
年
。
こ
の
書
簡
は
『
此
君
堂
文
集
』
に
載
っ
て
い
な
い
点
か
ら
み
て
、

原
文
は
和
文
と
推
測
さ
れ
る
。

（
　
） 
「
大
日
本
史
編
修
成
就
之
致
方
乍
憚
愚
案
之
趣
左
之
通
申
上
候
」、
寛
政
元
年

６１
『
往
復
書
案
』。

（
　
） 

寛
政
八
年
『
往
復
書
案
』（
和
７
─
　
─
８
）。

６２

３３

（
　
） 
『
此
君
堂
詩
集
』、
茨
城
県
立
歴
史
館
所
蔵
（
和
５
─
　
）。

６３

３２

（
　
） 

寛
政
七
年
『
往
復
書
案
』（
和
７
─
　
─
７
）。

６４

３３

（
　
） 

徳
川
光
圀
の
『
大
日
本
史
』
編
纂
事
業
に
関
し
て
は
、
拙
著
『
水
戸
光
圀
の
時

６５
代
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
参
照
。

（
　
） 
（
　
）
と
同
じ
。
な
お
翠
軒
が
幽
谷
と
絶
交
し
た
こ
と
は
、「
青
山
拙
斎
宛
藤

６６

５７
田
幽
谷
書
簡
」『
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
貴
重
書
解
題
』
第
十
四
巻
、
一
六
〇
頁
、

国
立
国
会
図
書
館
、
一
九
八
八
年
。

（
　
） 

寛
政
一
二
年
『
往
復
書
案
』（
和
７
─
　
─
９
）。

６７

３３

（
　
） 

文
化
八
年
「
川
口
緑
野
宛
翠
軒
書
簡
」『
翠
軒
先
生
手
簡
』
上
。

６８
（
　
） 

享
和
二
年
『
往
復
書
案
』（
和
７
─
　
─
　
）。

６９

３３

１１

（
　
） 
『
修
史
復
古
紀
略
』
一
三
頁
。

７０
（
　
） 

こ
の
後
の
『
大
日
本
史
』
編
纂
事
業
を
略
記
す
る
。
幽
谷
た
ち
は
間
も
な
く
志

７１
表
編
纂
を
後
回
し
に
し
て
、
紀
伝
の
校
正
に
集
中
し
た
。
翠
軒
の
誤
謬
を
強
調

し
た
彼
ら
は
、
書
法
、
名
分
論
に
基
づ
く
一
言
一
句
の
表
現
に
取
組
ん
だ
。
そ

れ
は
日
中
の
文
化
的
・
時
代
的
相
違
を
考
え
れ
ば
、
成
果
の
あ
が
ら
な
い
、
困
難

な
作
業
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
紀
伝
が
完
成
し
た
の
は
、
嘉
永
五
年
で
あ
っ
た
。

幽
谷
た
ち
は
す
で
に
死
亡
し
て
い
た
。
志
表
が
完
成
し
た
の
は
さ
ら
に
遅
れ
て
、

明
治
三
九
年
で
あ
る
。

（
　
） 

川
口
緑
野
『
史
館
事
記
』
一
七
頁
、『
大
日
本
史
』
後
付
及
索
引
。

７２
（
　
） 

た
と
え
ば
、『
水
戸
市
史
』
中
巻
㈡
、
五
一
〇
頁
。

７３
（
　
） 
「
東
奥
紀
行
序
」「
遅
月
上
人
分
骨
瘞
蔵
碑
」、『
此
君
堂
文
集
』
巻
一
・
三
。

７４
（
　
） 
『
楓
軒
紀
談
』
十
五
。

７５
（
　
） 
「
予
已
移
家
江
戸
今
茲
甲
戌
秋
帰
郷
留
五
十
日
諸
君
迎
接
甚
厚
矣
無
何
告
別
作

７６
之
留
別
」『
此
君
堂
詩
集
』。
吉
田
一
徳
前
掲
書
、
七
二
三
～
七
二
四
頁
。

（
　
） 

文
化
一
五
年
「
小
宮
山
楓
軒
宛
翠
軒
書
簡
」『
翠
軒
先
生
手
簡
』
下
。

７７
（
　
） 
「
又
」『
此
君
堂
文
集
』
巻
四
。

７８
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（
　
） 
「
対
公
命
問
臣
書
学
之
事
書
」『
此
君
堂
文
集
』
四
。
た
だ
し
、
こ
の
文
は
続
い

７９
て
、「
諸
家
の
法
書
に
因
ら
ず
、
何
を
以
て
運
筆
の
好
を
得
ん
や
」
と
あ
る
よ
う

に
、
直
接
的
に
は
方
法
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

（
　
） 
（
　
）
と
同
じ
。

８０

１４

（
　
） 
『
操
觗
余
言
』、
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
、
茨
城
県
歴
史
館
所
蔵
。
な
お
一
部
人
名

８１
が
あ
る
。

（
　
） 
（
　
）
と
同
じ
。
な
お
「
題
岩
城
人
鍋
田
三
善
手
摸
磐
城
古
文
書
」『
此
君
堂
文

８２

１４
集
』
巻
二
。

（
　
） 
『
水
戸
歳
時
記
』、
崙
書
房
、
一
九
八
三
年
。

８３
（
　
） 
『
郷
党
遺
聞
』、
茨
城
県
立
歴
史
館
所
蔵
（
和
７
─
　
）。

８４

５８

（
　
） 
『
楢
林
雑
話
』、
茨
城
県
立
歴
史
館
所
蔵
（
和
７
─
　
）。

８５

５９

（
　
） 
『
海
防
集
説
』、
彰
考
館
所
蔵
。
な
お
岡
崎
前
掲
書
　
参
照
。

８６

１０

（
　
） 
『
西
山
遺
聞
』『
水
戸
義
公
伝
記
逸
話
集
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八

８７
年
。

（
　
） 
『
臨
地
談
』、
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
、
茨
城
県
立
歴
史
館
写
真
版
。

８８
（
　
） 
『
新
安
手
簡
』『
白
石
遺
文
』
は
『
新
井
白
石
全
集
』
第
五
（
発
行
者
吉
川
半
七
、

８９
一
九
〇
六
年
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
白
石
を
尊
敬
し
、
史
料
を
収
集
し

た
点
に
関
し
て
は
、「
白
石
先
生
真
蹟
書
巻
跋
」『
此
君
堂
文
集
』
巻
二
。

（
　
） 
（
　
）
と
同
じ
。

９０

７５

（
　
）「
久
保
盅
斎
先
生
遺
集
跋
」『
此
君
堂
文
集
』
巻
二
。

９１
（
　
） 
（
　
）
と
同
じ
。

９２

１４

（
　
） 
（
　
）
と
同
じ
。

９３

６７

（
　
）（
　
）　「
好
古
文
会
」『
此
君
堂
文
集
』
巻
四
。

９４

９５

（
　
） 
（
　
）
と
同
じ
。

９６

１４

（
　
） 

小
松
徳
年
「
青
山
延
于
著
『
皇
朝
史
略
』
の
刊
行
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問
題
」、

９７
同
著
『
水
戸
藩
の
文
化
と
庶
民
の
生
活
』
所
収
、
郷
土
ひ
た
ち
文
化
研
究
会
、
二

〇
〇
一
年
。

（
　
） 

以
下
の
趣
意
書
の
分
析
は
、（
　
）
の
拙
稿
参
照
。

９８

５２

（
　
） 
（
　
）
と
同
じ
。

９９

１４
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